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午前１０時００分  開会 

◎ 開  会 

○委員長（染谷茂樹君） ただいまから、予算審査特別委員会を開会いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 開  議  

○委員長（染谷茂樹君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

本予算審査特別委員会は、議案第２７号、平成２８年度栄町一般会計予算、議案第２８号、

平成２８年度栄町国民健康保険特別会計予算、議案第２９号、平成２８年度栄町後期高齢者医

療特別会計予算、議案第３０号、平成２８年度栄町介護保険特別会計予算、議案第３１号、平

成２８年度栄町公共下水道事業特別会計予算及び議案第３２号、平成２８年度栄町矢口工業団

地拡張事業特別会計予算、以上６件についての審査を付託されております。 

まず、審査方法につきましては、すでに配布されております「予算審査特別委員会設置及び

運営方法」に基づき本日から２日間にわたり、各常任委員会の所管事項に分けて行います。 

ここで、審査方法を確認いたします。 

初めに、担当課長から関連する質疑項目について、質疑通告順に従い、委員ごとに一括して

答弁を得て、その後、再質疑については委員ごとに一問一答で行います。また、全委員の質疑

通告に対する質疑終了後、通告以外の質疑の時間を設けます。 

ただし、１委員３件以内とします。 

なお、明日３月４日の経済建設常任委員会所管事項の審査終了後、町長、副町長、教育長、

総務課長及び財政課長との全体質疑を予定しておりますので、申し添えます。 

初めに、総務常任委員会の所管であります、総務課、財政課、企画政策課、住民活動推進課、

税務課、消防本部及び消防署、出納室、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会

及び他の常任委員会の所掌に属されない事項につきまして審査いたします。 

ここで、執行部の皆さんにお願いいたします。答弁は的確かつ簡潔にお願いいたします。ま

た、委員各位の再質疑にあたってもポイントを絞り簡潔にされるよう併せてお願いいたします。 

それでは、質疑通告順に従い、委員ごとに質疑を行います。 

はじめに、通告１番、高萩初枝委員の質疑通告に対し、一括答弁を求めます。新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） おはようございます。よろしくお願いします。 

それでは始めに、高萩初枝委員のご質問にお答えいたします。予算書の１４ページになりま

す。自動車取得税交付金が前年度と比較し６４.２％増加している増加の根拠についてでござ

います。平成２８年度当初予算額は２,６６０万円で、平成２７年度当初予算額と比較すると

６４.２％の伸びとなっております。予算計上にあたりましては、平成２７年度の交付額を

２,７３１万５,０００円と見込み、当初予算においてはこれより弱めに見込んでいる状況でご

ざいます。１項目めについては以上でございます。 
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続きまして、２項目めの予算書のほうでは２１ページになります。寄附金についてでござい

ますが、前年度４００万円と比較し４００％の増額予算だが、積算根拠ということでございま

す。これにつきましては、ふるさと忚援寄附金の関係でございます。平成２８年度予算では

２,０００万円で、前年度当初予算と比べますと１,６００万円の増額、４００ポイントの増と

なっております。平成２７年度３月補正予算の予算額としましては、１,３００万円という形

になっております。比較しますと７００万円の増額、１７５ポイントの増となります。平成

２７年度の当初予算編成時点では、お米のみの謝礼品でしたが、平成２７年５月から謝礼品を

１８品目にし、パンフレットを作成し、協力依頼してきたところ、２月末では１,２２５万円

のご寄附をいただいているところでございます。平成２８年度の当初予算額は２,０００万円

を計上しておりますが、これを目標に自主財源の確保に取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。取組の内容としましては、一つとしまして謝礼品を１８品目から３６品目に増や

したこと、二つとしましては大口寄附者の紹介状の取得に努めていくこと、三つとしましては

前年度寄附者へ同額以上の協力をお願いしていくこと、四つとしましては教育施設整備などふ

るさと忚援基金の活用先から寄附を呼び掛けていきたいというふうに思っています。今回、新

たなパンフレットを活用しまして企業や団体などに協力していくということと、今回、インタ

ーネットを活用しまして申し込みと納付ができるようにしている点でございます。 

最後に企業版ふるさと納税の活用ができるよう、地域再生計画の承認を得ていきたいという

ふうに思っております。私のほうからは２点について、以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終りましたので、高萩委員の再質疑を許します。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） たいへんわかり易い答弁、ありがとうございます。よくわかりました。

そういう中で最初の自動車取得税交付金なんですが、平成２７年度の交付額が２,７３１万

５,０００円ということでしたけれども、ということは平成２７年度の当初予算の見積りが甘

かったんでしょうか。平成２７年度対比して今年度は。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） 最終的には決算見込額が２,７３１万５,０００円というふうにお

話をさせていただきましたが、見積りが甘いというよりは当初予算でございますので、やはり

低めに抑えて見込んでいたというふうにご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） わかりました、厳しくやっていたということですね。 

 ２項目めなんですが、ふるさと忚援寄附金なんですが、たいへん頑張られて予算もかけて、

そしてまた謝礼品もお米のみだったのを１８品目まで拡大されて。パンフレット見せていただ

いたんですが、お肉とか色んなものも入って、やっぱりいいものがいただけるというかように

なったなと。たいへん利用しやすくなったなと思っています。これも頑張っていただきたいん

ですが、私、地域で話をする機会がちょっと多いんですが、そのときにこの話をしますと、要
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するに住民の皆さんにまだよく内容が知られていないのがちょっとありますので、この辺、も

うちょっと地域の人にもわかるようにＰＲというかその辺をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、高萩委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告２番、松島一夫委員の質疑通告に対し、答弁を求めます。新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） それでは私のほうから松島委員のご質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。松島委員のほうから地方交付税の減額、それと財政調整基金の増額、それ

と臨時財政対策債の減額、これらの相関関係ということでご質問いただいておりますので、ご

説明をさせてただきたいと思います。 

地方交付税の減額については前年度と比較し、５,０２０万４,０００円の減額で、地方交付

税の算定に用いられる平成２７年度の国勢調査の人口が１，３４０人の減尐及び地方財政計画

において０.３％の減尐が主な要因として減額を見込んでおります。 

なお、町の貴重な一般財源であるため、予算割れすることは町財政の危機になるため弱めに

見込んでいる状況でございます。また、臨時財政対策債の減額については、国の地方財政計画

の中で１６.３％の減尐などにより５,０４１万５,０００円の減額を見込んでいるところでご

ざいます。 

なお、これらの一般財源を補塡するため財政調整基金から６,３４５万４,０００円を繰り入

れることといたしました。 

それと１７５ページの工業団地の拡張事業でございますが、実際のタイムスケジュールはど

うなるのか、というご質問でございます。タイムスケジュールにつきましては、日本食研ホー

ルディングス株式会社より平成２７年度から５年以内に造成を完了するように要請されており、

これに合わせたスケジュールとなっております。平成２８年度には主に用地買収、住宅地の代

替地の造成事業、それと既設水路の切り廻し、拡張用地事業の設計等を予定しております。平

成２９年度には用地買収、それと道路改良工事、造成工事の着手を予定しております。平成

３０年度には道路改良工事と造成工事を実施しまして、平成３１年度には造成工事の完了にも

っていきたいというふうに思っております。以上が主なスケジュールとなっておりますが、特

に用地買収関係については地権者の方々のご協力をいただき、できるだけ早く事業が進捗して

いくように努めていきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） それでは私のほうからは予算書につきましては７６ページの

自主防災組織運営事業ということで、自主防災の詳細ということでお答えいたします。 

 現在、安食台１・５・６丁目、安食台２丁目、安食台３丁目、安食台４丁目、竜角寺台、酒

直台、松ヶ丘、田中、单ケ丘の９地区において組織がございまして、各自主防災組織は自助･
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共助を意識しながら自主的な防災訓練などを行っております。 

 予算としましては自主防災組織運営事業としまして総額８２万５,０００円計上しておりま

す。内訳としましては、自主防災組織を育成するため、千葉県地域防災力向上総合支援補助金

を活用しまして、１点目として防災活動に必要な知識を得るための勉強会を開催するにあたり、

そのための講師謝礼として１０万円を計上しております。 

また、２点目として自主防災組織で必要な備品要望を受け、優先順位を付けて購入するもの

で、５０万円を計上しております。更に、上記の目的を達成するために、１団体に年間２万

５,０００円、合計２２万５,０００円の補助を行っております。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） １点目のことでございますが、この臨時財政対策債というのは、地方

交付税なんかが減額になったときにそれを補完するような性格があるんだというふうに認識し

ておりますが、両方減ってくるというのはその辺との関係はどうなのですか。交付税減ったら

臨時財政対策債って増やしてもいいんじゃないかと思っているんですが、どうなんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） 臨時財政対策債の出し方としましては、基準財政需要額がありま

して、そこから基準財政収入額を引いた差額が交付税としてなってくるわけでございますが、

その中で交付税として、普通交付税と臨時財政対策債を足すと基準財政需要額との差額の部分

が出てくるんですけども、その部分についてうちのほうとすれば当然、財政対策債はそれに対

して率で決められてしまうんです。率を出して臨時財政対策債の借入可能額がこのぐらいだと

いう部分が出てくるものがあって、それと普通交付税を足すと差引きの部分としてなってくる

わけでございますが、どうしてもまだ実際の国のほうの算出がどういうふうになってくるかと

いう部分が今現在ではうちのほうとしてもわかりません。ですから今、はっきり言えるのは、

人口が減った部分で減るのと、臨時財政対策債のほうが国のほうで１６.３％落としますよと

いうような話が出てきておりますので。その分が逆に交付税のほうに振り替わるというような

部分も考えられることですので、今現在のところはそれがどうなるかというのは７月に本算定

ありますので、その時点でないとなかなかはっきりできない部分がございますので、ご了承い

ただければと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） あくまで暫定的な内輪の数字で見積もっているということなんでしょ

うが、これはこれとして問題は財調ですね。財調を切り崩して今後の推移を見なきゃ分かりま

せんが、平成２８年度末残高をどの程度と見込んでますか、今、見込めますかそういう数字は。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） 当然、平成２８年度末においては平成２９年度の予算編成をやは
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り視野に入れて財調のほうを積み立てていかなければならないというふうに思っております。

現段階では４億ぐらいの、平成２８年度当初予算が終わった段階では４億ぐらいの残高になっ

ておりますので、その部分は平成２９年度の予算編成が終わった時点でも確保するような財政

運営をしていかなければいけないというふうに思っております。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 栄町の財政規模から類推して、理想的な残高というのは当然、あるん

でしょうが、頑張って。積みましょうというと事業止めなさいというふうなことにもなりかね

ないので、その辺は悩ましいところですけれども、安定した財政運営をお願いしてこの件は終

わります。 

 続いて矢口の工業団地のタイムスケジュールと。確かに平成２８年度、平成２９年度、平成

３０年度というふうに明示されてはおりますが、例えばこの平成２８年度内において用地を測

量したり設計をしたり、公園の造成工事をしたりというのがこの年度内にありますけれども、

この年度内の中でこの事業というのはだいたいこのくらいの時期にこういうふうにはまってい

くいくんだというのを想定できれば、お答えください。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） まず、用地の関係でございますが、大きく３つに分けることがで

きます。まずは、宅地部分については予算上では５件の用地買収を実施すると、これは物件補

償も含んでのお話でございます。法面部分がございますが、これについても５件の用地買収を

見込んでおります。農地部分についても６件を予定しております。あとは測量の関係と調査の

関係では、物件調査については１件を、今現在、想定しております。それと用地測量について

は先ほど宅地部分で５件というお話をさせていただきましたが、５件の用地測量というような

予定をしております。 

もう一つは住宅地の代替の関係でございますが、これについては２,５８０万円、予算計上

させていただいておりますが、平成２８年５月から代替地の設計を行いまして、その後、神明

公園の施設の撤去等を行いまして、１０月には完成を目指したいというふうに思っております。 

それともう１点は、既設に農業用排水路がございます。それの切り廻しを実施しなければい

けない工事がこざいますので、それについては５月に実施設計を行いまして、稲刈りが終了し

た早い時期に切り廻しの工事を実施していきたいというふうに思っております。 

拡張用地造成事業としまして２,０００万円ほど予算を組ませていただいてますが、平成

２８年度中に基本設計・実施設計を行いまして、平成２９年８月から平成３２年度３月までの

予定で造成工事を進めていきたいというふうに考えております。 

以上が、平成２８年度の主なスケジュールということでございます、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 



 

８ 

 

○委員（松島一夫君） 一つ、基本的なことを教えてください。造成工事の基本設計というの

と、実施設計というのがございますが、具体的にどんな感じのものなんですか、基本設計と実

施設計って。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） 実際にどのような形で盛り土をすればいいのかという部分が出て

こようかと思います。その辺は基本設計になるのかなというふうに思います。実施設計の場合

は地質調査とかそういう部分をやりまして、どういう時期に盛り土をうまく効率的にやってい

けば一番いいのかという部分があろうかと思いますので、その中でどういう排水対策を取ると

かそういう部分も含めてこれから設計の中でやっていけばというふうに思っています。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ということは、その基本設計というのは戦略的なもので、実施設計は

戦術的なものだというふうに理解してよろしいですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） そのとおりでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 用地の買収は相手がいることですので、いつ終わるとはお聞きできま

せんが、当初のお話ですと積極的に賛成してくれるかたもいらっしゃるし、若干、後ろ向きの

かたもいらっしゃるというふうなお話も聞いていますが、現状、どうなんですか。感触として

最終的には全部いきそうだとかいう、その辺の感触はどうですか。いくしかないんですけど。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） その辺の具体的な部分については、あくまでも交渉事ですので差

し控えさせていただければというふうに思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 了解しました。とにかく、これ完了しないといけませんので、たいへ

んでしょうけれどお願いします。財政課長、終わりです。 

 次は 消防の自主防災組織ですが、極めて尐ない予算でおやりになっておりますが、具体的

に自主防災組織というものに対してどういうふうな期待がありますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） どのような期待といいますか、元々、自主防災組織の発足に

関しましても市街地を形成した中に自治会を卖位として自分達の町は自分達で守るというよう

な目的のもとに設置されたところでございます。そういったところで市街地ですので、消防水

利的な消火栓も整備されている状況でございますので、そこに消防ホース等を整備しまして、

火災の際には初期消火という目的でその地区住民が初期消火に当たっていただくという部分で

組織をしてきたわけでございます。 



 

９ 

 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 例えば、竜角寺台がたぶん消防から一番遠いんですかね。火災の通報

があって、竜角寺台の現場へ行くのに、だいたいどのくらいの時間かかるんですか、現状。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） その地区も広いところでございますので、場所によっては

７分程度の部分で到着できるというふうにみています。あとは交通状況にもよりますが、それ

に前後するというような形でみております。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 新興住宅地に赤い箱があって、消火栓、あれはホースが入っているん

でしょうけども。要は火災になったときに、そのホースからまず消防車が到着するまで、それ

を利用して水を出して消火してほしいということなんでしょうけれども。訓練等で用意、スタ

ート、実際、放水までどのくらいの時間要するんですか、その自主防災組織の方々というのは。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） 実際の消火訓練の中でみますと、携わる人間にもよります。

ですから２人しかいないだとか、５人もいるとか、そういった部分ですと本当に早ければ、本

当に１分強ぐらいでいけるかどうかというところで、実際には皆さん計れませんけども、なか

なか慣れたかたであればそのぐらいでいけますし、不慣れなかたであればもっと、２分、３分

かかるかもしれません。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） それは実際、消火栓の前に人間がいて、はい、スタートで早ければ

１分なんでしょうけども。消火栓の前に毎日、誰かいるわけじゃないんですが。実際、竜角寺

台の例をとってみて自主防災組織のかたに、住民のかた全員そこに入っているわけではないと

思うんですが、どのくらいのメンバーで年齢はどのくらい、要はいざとなったとき、本当にい

つも家にいらっしゃって、その現場にまず行けるだろうという人が年齢的にどのくらいのかた

が何人くらいいて、その現場に到達するまで何分位かかるっていうふうな、そういった計算は、

やってますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） 特にそこの部分については、計算なりそういったことは特段

今のところはしていませんが、やはり年々、年齢も高齢化してくる部分もございまして、やは

りやれる人間というものでやっていただくということになろうかと思いますが、これについて

は各自主防災のほうにも色々こちらもお願いしますし、自主防災のほうでも今、そういった自

主防災専属にそういったかたを向けていこうというような動きも出てきておりますので、その

辺で期待していきたいというふうに考えています。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 



 

１０ 

 

○委員（松島一夫君） ８団体とおっしゃいましたか、９団体ですか、それぞれの団体でだい

たい何人ぐらいこの自主防災組織っていうのに加盟していらっしゃって、実際、その消火栓か

ら水を出す訓練なんか受けてらっしゃるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） 多いところで年２回、訓練等をやっていますが、やはり同じ

かたが参加されるところもありますし、色々と集まって初めてのかたもいらっしゃいますし今

のところまちまちでございますので、やはりそういった部分で熟知していただく分にはより多

くのかたが２回、３回と繰り返して訓練を参加していただきたいところに今、期待していると

ころでございます。自治会の中で組織しているものですから、役員のかたはそういった部分で

ある程度わかる部分はあるんですが、その下という言いかたは適当かどうかは分かりませんが、

たずさわるかたが班だとかそういったところにはいらっしゃるとは思いますが、そういった細

かい部分までの人数まではこちらでも把握しておりませんけれども、そういった役員の部分で

あればかなり多いところはあると思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 赤い箱、あれ、何箇所ぐらいあるんですか、栄町の中に。大ざっぱで

いいです。 

○委員長（染谷茂樹君） 奥野消防長。 

○消防長（奥野三男君） 名称にあっては消火栓ボックスといいまして、消火栓があるところ

には、開発地区にあってはほとんど設置させていただいております、その近場にあっては。 

先ほどでもう一つ追加して、私のほうから説明しますと、消火栓の訓練も、消火栓も各自治

会でその中であちらこちらにありますので、その辺の自主防災組織のかたも１カ所だけの訓練

でなくて消火栓を回りながら、そうすることによってその地区の人達が参加できる。１カ所で

やるとなかなか参加も尐なくなりますので。その辺は自主防災組織のほうで考えていただいて、

全体の中で訓練ができるようにはしていただいております。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） しつこいようだけどちょっと興味あるんで。 

 何箇所もあると、当然、ここの地区の消火栓ボックスを動かすのはこの周りの人にやっても

らうしかないですよね。そうすると、全ての消火栓ボックスでその周りの人に集まっていただ

いた訓練というのはできているんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 奥野消防長。 

○消防長（奥野三男君） 場所を確認するのも一つの方法なものですから、各地区、離れたと

ころのかたも参加していただきます。できればその地区の周辺の方々は取扱いを熟知していた

だくというのは、私のほうで要望しているところでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 



 

１１ 

 

○委員（松島一夫君） 理想はいっぱいありますが。ただ、いかにも極めて低額な予算で運営

しているんで、全ての消火栓ボックスを見た目きれいで、なおかつホース引っ張り出せばちゃ

んとホースに穴が空いてなかったり何だりというふうに管理していくのは非常に難しいものが

あるとは思いますが、せっかくそういう組織を作ってそういうことをしていただきたいと思う

んだったらもうちょっと。消火栓ボックスっていうのはこの間見たら高いんです。何で鉄の箱

がこんな値段するのってほど高いんですけど、補修だとかメンテナンス、ペンキはげたから塗

り替えるとかというのもある程度は付けていかないと、そのうち見ただけで触るのも嫌だみた

いな状況だとまずいと思うので。更に、今、自治会に加入するかたが減ってきているという中

で、その中からなおかつ、この自主防災組織というものも作っていかなきゃならない。震災か

ら５年も経つと、もう忘れちゃうんです、皆さん。その辺のところも、当然、管轄が消防だけ

れども消防だけでやっているわけじゃなくて、藤代課長の住民活動推進課や何かと連携しなが

らうまく進めていって、本当に機能できるような形にしていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、松島委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告３番、菅原洋之委員の質疑通告に対し、答弁を求めます。中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） それでは菅原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 予算書１２ページ、町税（個人・法人）前年度予算額との比較での予算減額の要因について

及び滞納繰越分についてお答えいたします。 

 町税の個人住民税につきましては、生産人口の減、高額所得であった高年齢の退職者が年金

収入者へと変わることが要因と考えられます。 

 続いて町税の法人につきましては、税率の改正があり、平成２７年度の途中から影響が出て

おります。 

 続いて滞納繰越分ですが、平成２７年度予算額２,３２７万円に対して平成２８年度は

２,１４８万７,０００円で１７８万３,０００円の減となっております。調定見込額で比較し

ますと、平成２７年度は１億１,３９０万７,０００円に対して、平成２８年度は１億２８３万

６,０００円で、１,１０７万１,０００円の減額となります。これについては、差押え等によ

る滞納処分の強化によるものであり、平成２７年度収入額は２,３３６万４,０００円、収納率

２０.５％を見込み、平成２８年度予算額については、２,１４８万７,０００円、収納率

２０.９％を見込んでいます。 

 次に、法人の滞納繰越分について、平成２７年度予算額３７万８,０００円に対して平成

２８年度は３０万円で、７万８,０００円の減額となっております。平成２７年度収入見込額

は５３万円で、収納率は２４.８％ですが、過去３年間の決算額により、平成２８年度につい

ては、平均値に近い３０万円、収納率１４.２％を予算計上するものです。 

 以上です。 



 

１２ 

 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） それでは私のほうから予算書３３ページになります。 

 犯罪のないまちづくり推進事業の光熱費が昨年より約４００万円減額になっているがその要

因は、につきましてお答えいたします。平成２７年度予算におきましては、防犯灯の他にハイ

ウェイ灯、それから街路灯、緑道灯についても、２款の犯罪のないまちづくり推進事業で予算

計上を行っておりました。しかしながら管理区分を明確にするという趣旨から、平成２８年度

におきましては、今申し上げましたハイウェイ灯、それから街路灯、緑道灯など合計しまして

２３７灯になりますが、その電気料金については、７款土木費１項土木管理費１目土木総務費

の町道維持管理事業で予算計上しております。このため、２款の犯罪のないまちづくり推進事

業費の内に光熱費が約４００万円程度減額になっているという状況でございます。 

 続きまして、予算書、同じく３３ページでございます。犯罪のないまちづくり推進事業の防

犯カメラ設置工事の県補助率は５０％なのか。また何処に設置し年間運用費は、についてお答

えをいたします。まず、設置にかかる補助率でございますが、千葉県市町村防犯カメラ設置事

業補助金交付要綱によりますと、市町村が防犯カメラを設置する場合は防犯カメラの購入及び

取付工事に要する経費の２分の１以内を補助するとございます。また、上限は１台当たり

２０万円となっております。 

 次に、設置場所でございますが、ＪＲ安食駅の北口と单口駅前広場に１基ずつ設置する予定

でございます。また、年間の運用費でございますが、電気料金のみを考えてございまして、月

だいたい１,６００円程度、年間で１万９,２００円位を見込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、菅原委員の再質疑を許します。菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） ありがとうございます。最初の税務課のほうの町税の予算っていうの

はわかりました。そこで滞納繰越分に関しても、昨年度、平成２７年度から比べると減額され

てきているというところで皆さん頑張ってらっしゃると思いますけれども、平成２６年度の予

算だと１,９００万円ぐらいで、それぐらいまで頑張っていただけるかなとは思っているんで

すけども。どうでしょう、今後に向けての対忚というか今まで以上に強化していかれるかどう

かというところです。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 平成２６年度の予算書等を持ってきていないのであれなんですが。 

平成２８年度は２,１００万円ということで、今言った数字よりは当然、多く予算額計上して

おりますので。とにかく２,０００万円以上は色々頑張って滞納額を取りたいっていうふうに

は考えていますので。ただ、元のパイが段々小さくなっていくってことで、非常に率的には上

がっていきますが金額的には頑張れば頑張るほど、滞納額は繰越しは減っていくのかなと思っ

ています。 



 

１３ 

 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました。ただ、住民のかたから言われるところなんですけども、

この滞納繰越分のところですよね、が、払わないでいるというところが不公平なところがある

んだというところで、もっともっと強化しろっているようなことを言われるんです。町として

も頑張ってらっしゃると思いますんで、今以上に頑張っていただいて、この滞納というところ

を尐しでも減額、縮めていくというような方法でお願いしたいと思います。税務のほうは終わ

りにします。 

 ３３ページの犯罪のないまちづくりのほうで、最初のほうですね、４００万円わかりました。

土木費だとかにそっちに計上されているということで、総務課のほうのあれでは減額になって

いるというところがわかりました。 

それと、もう一つのほう、犯罪のないまちづくりのほうの防犯カメラの設置工事というところ

で、２０万円の２分の１ということで、２台、单口と北口に付けられるということなんですけ

ども、今後、それ以外に設置するとかそういうことって考えられてますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） やはり犯罪の状況によるかと思うんです。ですからその状

況を見ながら対忚していく必要があろうかとは思っています。当面としてはまず、駅に設置し

ていきたいということでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） これ防犯カメラというところでちょっと引っかかっちゃったのが、竜

角寺台の中で自治会の中でも、この防犯カメラというのを設置したいという要望だとかは色々、

町のほうにもご相談いってるようなんですけども、その辺を町としてこうやって２分の１でで

きるということであれば、何らかの対忚ってできるかなというのもあるんですけども、その辺

はどう対忚できるのかなってところをちょっと教えていただけますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） まず、補助要件の中で、引ったくりですとか自動車盗難、

あるいは車上狙いというような犯罪があるというようなものがあって、そういうことがあった

上での補助関係になってくるわけなんですけど。ですから、具体的に竜角寺台地区においてど

ういった犯罪が頻繁に起こっているとかいうようなものがあれば、それなりに県のほうとも協

議したり、警察とも協議したりしていく必要があろうかとは思っています。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、菅原委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告４番、戸田栄子委員の質疑通告に対し、一括答弁を求めます。中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） それでは戸田委員の質問にお答えいたします。予算書１２ページ、
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町税個人の減額と法人の減額についてお答えいたします。２つ合わせて答弁させていただきま

す。 

先ほどの菅原委員の回答と同じになりますが、町税の個人住民税につきましては、生産人口

の減、高額所得であった高年齢の退職者が年金収入者へと変わること等が要因と考えられます。 

 続いて法人につきましては、法人税率の改正があり、平成２７年度の途中適用になり、影響

が出ております。 

３５ページ、資産税賦課事業について、もう一つ、こちらについては町の当初予算案の主要

事業の中の６ページの４番目にも記載させていただいておりますが、今回、航空写真と不動産

鑑定ということで資産税賦課事業を平成２８年度予定しております。こちらについて答弁させ

ていただきます。 

固定資産の現況調査においては、地方税法の規定等に基づき適正かつ公正に行われなければ

なりません。自治省からの通知でも、航空写真を活用した固定資産の現況調査が、課税客体を

正確かつ効率的に把握する上で最も優れた活用方法であると指導されているところです。近年、

固定資産評価の算出根拠等に関心を持つ納税者が多く、その際の説明用の資料として航空写真、

公図、分筆等の異動など最新のものを用いることで納税者の理解がより深まり、課税根拠の明

確化が図れ、現在まで異議申立てなどなく推移しておりますが、今後も説明責任を果たすこと

が必要です。今回、平成３０年度の評価替えに向け、航空写真の撮影を導入することにより、

通年の委託に加え経費が拡充となりますが、他の部署との連携を図りながら既存の資料をでき

るかぎり有効に活用することとしております。町の歳入の根幹となる税の基礎調査に関して効

果・成果があり、必要なものと考えております。 

以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、戸田委員の再質疑を許します。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 菅原委員との質問とも重複してますので、歳入のほうは２点ほど接触

してますけれども、これが一番現れているのは高年齢になったことによる年金移行ということ

だと思いますが、反面、そういう部分も当然これは当町だけでなくて全国的な問題だと思いま

す。それはそれで、当然そういう現象は起きていると思いますが、今、定住・移住促進事業に

より人口増が叶っている中で、多尐、逆に上向きかなというふうに思ったんですが、そういう

ことの反面、一般の若い方達の、入居することによっての影響というのは、その反面、どうで

すか。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 平成２７年度当初の納税義務者数、こちらは約１万１,０６０人

となっております。平成２８年度当初予算の中では１万９９２人ということで、納税義務者自

体も減っている。かつ、先ほど言いましたように、退職等もありますので、先ほどの答弁のよ

うな形になります。 
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○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 逆に、入るかたもおられるけれども、年齢によって推移するかたが多

いということですね。それはわかりました。１項目めは了解。 

法人税の問題ですけども、平成２７年度に税の積算基準とか色々、適用が変わったというこ

とでしたが、それは別にしてやはり今、景気対策、景気の動向、アベノミクスによる好景気を

迎えているというようなそういう社会風潮、経済の中で、そういう宣伝の中でその面ではどう

でしょうか。それ以外のことでの町の法人税の動きというのはどのように把握されていますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 法人住民税については、地方法人課税の偏在是正を図るというこ

とで、税制改正で平成２６年度に法人住民税の一部を国税化して、その税収を地方交付税の原

資とする地方法人税が創設されております。そういうことで１２.３％から９.７％に税率が変

わったと。さらに今後も９.７％から６％へ税制改正ということが予定されています。地方法

人課税の中でも法人住民税の法人税割は税収の年度間の変動が大きく、市町村間の税源の偏在

の是正を図るためにも、先ほど言ったように税制改正が進められています。具体的に、法人住

民税、法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人税の税率を当該引き下げ分相当を引き

上げて、その税収全額を先ほども言いましたが交付税及び譲与税配付金特別会計に直接、繰入

れて地方交付税の原資とするということになっております。これらの措置による市町村の原資

補塡等のため、法人事業税の一定割合を市町村に交付するというような制度も今後創設すると

いうようなことで聞いております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 税制上の改正はめまぐるしいので、本当になかなか理解できないとい

うか追いつかない場合もあって不勉強なんですけど。そうすると今、課長がおっしゃったよう

にそういう面では税率の計算方法によって変わった分は、いろんな意味で形で町に還元される、

直接、法人税という形でなくて巡り巡って交付税ではないんでしょうけど。それは具体的には

どんな形で戻ってくるのか、もう尐し詳しく教えてください。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 先ほど交付税の原資ということで説明しましたがその分増えると

じゃなくて。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） いや、法人税。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） だから法人税減りますよね。その減った分は国の交付税の原資と

いうか、基本的な財源にすると。最後に言った、今後それで減収になった分は、国から県、県
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からそれぞれの市町村に、新たな交付金ということで、ある程度の額が交付されている制度が

創設されるという見込みです。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） どういう形でにしろ地域活性化につながるような収入を、きちんと国

に保障していただくことを、町もそうですけども、私達、議員としても願っています。この項

目の質問終わります。 

 次に歳出のほうに移りますけれども、先ほど答弁いただいた固定資産税評価について、今回、

航空写真の件で費用対効果についてという項目では質問したんですけれども、それでは、この

航空写真で一番新しい撮影は何年度だったんですか。  

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 栄町では、最近では３年に１度、固定資産の評価替えの前の年と

いうことで、平成２８年度予算では平成２８年１２月か平成２９年１月に飛ばすというような

予定でおります。ですから今回は、前回は平成２５年と平成２６年のそういう周辺で飛ばして

ます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） そうすると別に資産についてのいわゆる固定資産評価についての苦情

はなかったということですけれども、めまぐるしく変わる自治体もあると思うんです、現況が。

色んな開発やなんかで。栄町の場合はその３年毎というのは、確認したいんですけどもどこの

町村もそれは評価替えに伴ってみんな３年毎にやっているんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 毎年やっているところもあります。栄町は評価替えの前というこ

とで３年おきというような形で撮影をさせていただいてます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） たいへん細かい質問になってしまいますのであれしますが、でもけっ

こう経費、１,０００万円でしたか、ちょっと金額あれです、それは補助率とか何かまで説明

書の中に出てたんでしょうか。この補助率、費用に対して３年毎にやるってことは、けっこう

負担も大きいですよね。当然、この費用ってそんなに違わないものだと思うんです、その市町

村によって。でも栄町なんかの負担率高くなるんですが、この予算と補助内容とについてもう

尐し詳しく教えてください。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 今のお答えする前に、先ほど苦情がないというようなことで委員

おっしゃいましたが、苦情がないってことじゃなく、最終的にはこれらの資料等で丁寧に説明

することによって、理解を得られるということで了解しておいてください。色々、問合せとか

疑問点とかは日々きますので。 
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 それでは今の質問にお答えいたします。ひとまず航空写真の導入に要する経費は、交付税措

置を講ずるということでなってますが、じゃあ、いくら交付税で来るんだというところまでは

なかなか色んなところで一括できますので、額まではなりません。それと尐しでも経費を安く

するということで先ほど答弁しましたが、近隣も飛ばしますのでそれと併せて一緒に撮影して

くれというようなこともお願いして、尐しでも経費を抑えるような形でやっております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） ただいま担当課長お答えいただき、私自身もよい勉強になりましたけ

ども、やはりそれがあることによって色々、納税者から疑義が出されたときにそれを基にして

説得力があるというかきちんとした説明ができるということではたいへんそのとおりだなとは

思いますが、本当に、小さい町だとその負担がたいへんなので、それ交付税でどういうふうに

戻ってくるのかというのをきちんと精査していただきたいと思います。当然、交付税に跳ね返

るものっていっぱい色んなものがあるんで。例えば百の中で、それも入っているよこれも入っ

ているよってことで、だから交付税措置なんだというふうに言われた場合、例えそういう約束

であったらこれは事業費の何分の１が交付税になるんだって。直接、補助金はないのかという

のをちょっとわかったら。そういうふうにしないと交付税、交付税で国も今、厳しいですから。

早く言えばいっしょくたになってしまう点が心配だなというふうに今、ちょっと思いました。

今後その辺をよろしくお願いします。その辺についてどう思われますか、新村課長。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） 交付税については、普通交付税のお話だと思いますけども、それ

については一つひとつの計算の中に算入されているという部分がありますので。それで交付税

の中で入ってくると。ただ、その収入と需要を引く部分があるんで、先ほど税務課長が言った

のは、わからないというのは差引きがあるという、最終的には差引きがあると。需要の部分と

収入の部分で差引きがあるということですので。実際の算出の中ではその部分が入ってちゃん

と計算されるということです。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました、流れは。ただ、本当に細かいこと言ったら、じゃあこ

の事業での交付税の返りはどのぐらい、事業費に対する何％でいくら入ったのと聞いた場合に

はわかりますかということです。そういうのきちんと資料があるんですかということ。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） 現在の中では新しい算出の資料がきていませんので、今の段階で

はわかりませんが、最終的にはわかります。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、戸田委員の通告に対する質疑を終わります。 

以上で、通告に伴う質疑を終わります。 
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ここで１０分間の休憩といたします。１１時１０分から再開いたします。 

午前１１時００分  休憩 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分  再開 

○委員長（染谷茂樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

これより、通告以外の質疑を許します。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 質問出した後でもう１個お願いします。事業説明の中で消防クラブ育

成事業載ってますよね、平成２８年度からこういう新しい試みをするとするということだと思

うんですれけども、確かに消防団員がどこの地域でも減尐していて社会問題です。でもそうい

う中でも地域消防組織を強化していくという、一つの案としての事業だと思うんですけど、こ

れもう尐し肉付けして詳しく教えていただきたいのと、予算的には５５万２,０００円で県費

ですか、予算的には尐ないですけど、主にどんなふうにしていこうとされているのか、この事

業についてお願いします。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） これについては拡充事業ということで尐年消防クラブ育成事

業ということでございますが、今のところ仮称という捉え方でやってございます。これが尐年

消防団というような形になるかどうか、他市町の状況をみながらそこは名称等も考える必要が

あろうかと思いますけれども、これは本当に将来の先、かなり長い目で見た上、そういった小

学生を対象にしまして、現在、小学校４年生が社会科見学で消防署のほう、見学なり体験なり

しておりますので、４年生でそういった興味のあるかたを募集しまして、そういったかたに消

防の仕事、消防団の仕事とかそういったものを意識付けをしていきたいというふうに考えてお

ります。その小学生に対しましてもモデル的な学校を校長先生、教頭先生、学校にご協力をい

ただいて、どのように募集をするとかこれから詰めることになろうかと思いますが、そういっ

たことを今年度、進めていきたいと考えております。事業内容については５５万２,０００円

ということですが、これにつきましてはそういった規模数、消防クラブの児童の服装です。消

防団で言えば活動服ですけども、そういったものを一式整備していくというようなことでござ

います。これも人数どのくらいになるか未知数でございますが、そういった形の部分で進めて

いきたいということでございます。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） その内容については了解しましたし、そういう時代かなというふうに

思いますので、よろしくお願いします。 

 関連で、もう一つ委員長、継続事業でお尋ねしたいんですが、消防防災課です。平成２７年
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１２月補正で２箇年事業ということで実施している例の防災行政無線のデジタル化です。これ

で今、事業継続しているんですけども、今、現状の問題としてはどうも音が聞きにくいとかそ

れは年数の問題とかアナログの関係とかあると思うんですが、例えば一番、住民のかたの声と

して聞きにくい、何か放送はしているんだけどわからないというのが一番のあれだと思う。そ

の辺のことはきちんと解消されるのか、内容について詳しく説明していただきたいと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） この防災無線の聞き取りについては他の市町の担当のかたか

らも聞く話なんですが、やはり非常に、解消するには色々と難しい面があるというようなお話

も聞いております。今の住宅事情ですとかそういった密閉性の高い中で、また大雤等降った場

合とか、なかなか非常に聞き取りにくいという部分がございます。こういった今回のアナログ

化をデジタル式に更新するところでも、できる限りそういった放送のよくできるような形でし

ていきたいというふうには考えておりますが、やはりアナログからデジタルというこの部分が

一番最優先される部分で整備するものですから。やはりその部分ではどれだけ解消できるか未

知数なところがありますけれども、できるだけそういった聞きやすい部分でやりたいというふ

うには 考えております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 引き続きこの関係で質問ですけども、けっこう金額的には億卖位でか

かる平成２８年度予算ですけど、これ全額交付税措置ですよね、交付税措置で元利償還金

７０％、交付税措置ということですけどもこれは国の基準というかこの工事、デジタル化にす

る工事というのは栄町は採択になったとかということで、全国的な問題としてはどうなんです

か、これ交付税措置のかなり高いあれですけども、これ一斉にやったとしたら国もそんなに財

政出してもらえるのかなと思うんですけど、ちょっとお聞きします。 

○委員長（染谷茂樹君） 高塚消防防災課長。 

○消防防災課長（高塚茂明君） これにつきましては今のところ平成２８年度までに整備する

場合にこの緊急防災減災事業ということで１００％地方債で補えるということで、そのうち

７０％が交付税措置でできるというようなことで今、期限限定といいますか。この先はどのよ

うになるかはまだ不透明なところがございますので、延長されていく可能性もありますので、

そこで整備されている市町村も出てこようかと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました、了解。 

○委員長（染谷茂樹君） 他に質疑はありませんか。藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） 税務課、先ほどの戸田委員の航空写真の件なんですけども、これ、今

現在、Ｇｏｏｇｌｅの写真ありますよね。それを使った場合、もっと安くできるんじゃないか、
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そこら辺、検討したことありますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） Ｇｏｏｇｌｅの写真というのが全て理解してないんですけど、Ｇ

ｏｏｇｌｅ ｍａｐとかって、道路走って、航空写真もあるんですか。今回の航空写真使って

プラス前の状況と今回の状況の比較を含めての委託ということで。それを写真自体を他の業者

に任せるというような提案というかご質問だと思いますが、そこまでは検討したことはないで

す。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） 引き出してコピーするだけで済むと思うんです、かなりの線。それで

確か２年に１回くらいの更新でやっていますから。そうすれば、もし安いんだったらこんなに

多分、予算かからないんじゃないかなと思うんですけども。その辺、ちょっと検討してみてく

ださい。 

○委員長（染谷茂樹君） 中澤税務課長。 

○税務課長（中澤寿司君） 検討をさせていただきますが、情報によるとそういうところ、ま

だ使っているところという情報が全くないけど、今後はそういうのも必要というか検討の対象

になるのかなとは思います。わかりました、ありがとうございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○委員長（染谷茂樹君） 他に質疑がございませんので、これで総務常任委員会所管事項の審

査を終わります。執行部の皆さま、ご苦労さまでした。 

暫時、休憩します。 

 

午前１１時２０分  休憩 
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●教育民生常任委員会所管事項 

 

出席委員（１２名） 

委 員 長  染 谷 茂 樹 君     副委員長  橋 本   浩 君 

委  員  菅 原 洋 之 君     委  員  大 野 徹 夫 君 

委  員  金 島 秀 夫 君     委  員  藤 村   勉 君 

委  員  松 島 一 夫 君     委  員  山 田 真 幸 君 

委  員  野 田 泰 博 君     委  員  高 萩 初 枝 君 

委  員  戸 田 栄 子 君     委  員  大 野   博 君 

 

欠席議員 

   な   し 

 

出席委員外議員（１名） 

   議  長  大 澤 義 和 君 

 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

 

参事兼総務課長  長 﨑 光 男 君   財 政 課 長  新 村 政 美 君 

住 民 課 長  垣 沼 伸 一 君   健 康 保 険 課 長  小 出 善 章 君 

福 祉 課 長  埜 嵜 久 雄 君   教 育 総 務 課 長  杉 田 昭 一 君 

学 校 教 育 課 長  稲 田 亮 浩 君   生涯学習課長  湯 浅   実 君 

 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

出席議会事務局 

事 務 局 長  鈴 木 正 巳 君   書 記  野 平   薫 君 
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午前１１時３０分  再開 

 

○委員長（染谷茂樹君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、教育民生常任委員会の所管であります、住民課、健康保険課、福祉課及び教育委

員会教育総務課、学校教育課、生涯学習課の関係事項について審査いたします。 

ここで、執行部の皆さんにお願いいたします。答弁は的確かつ簡潔にお願いいたします。 

それでは、質疑通告順に従い、委員ごとに質疑を行います。 

初めに、通告１番、高萩初枝委員の質疑通告に対し、一括答弁を求めます。稲田学校教育課

長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） それでは、学校給食費保護者負担金についてご説明いたしま

す。平成２８年度は小学校児童及び小学校職員数８２６人の１１カ月分、給食費として

４,０８８万７,０００円、中学校生徒及び中学校職員数４６６人の１１カ月分、給食費として

２,５７１万７,０００円、給食センター及び委託業者職員分の給食費として１３４万

６,０００円、その他小・中学校の臨時職員及びＰＴＡによる試食会にかかる徴収負担金

３９万円の合計６,８３４万円を現年度負担金として計上しております。 

 次に、過年度滞納繰越分の徴収予定額として２００万円を計上しており、現年度、過年度分

合計しまして７,０３４万円としております。現年度歳入につきましては平成２７年度当初予

算と比較して小学生２７名、中学生２５名、中学校職員４名が減尐しておりますので、

２６６万７,０００円の歳入減となっております。また、滞納繰越分の歳入については収納対

策の強化として、平成２７年度と比較しまして１２５万円を増額しております。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） それでは歳出の３３ページでございます。園児送迎サービス事業

について内容の説明を申し上げます。 

 まず、事業ですが、ＪＲ安食駅前に８月開設予定の小規模保育事業施設に送迎ステーション

機能を持たせ、朝の通勤前に預かり、保育園の開園時間に合わせお送りするものです。事業の

概要でございますが、まず委託予定先が、特定非営利活動法人ねむの里、事業の開始を９月と

しております。預かり定員は１日７名、朝６時台からの預かりを、今、検討しております。バ

ス利用料につきましては1回１００円程度の見込みでございます。なお、予算の内容でござい

ますが、保育士の人件費、運転手人件費、送迎車リース、事務所経費等の７箇月分でございま

す。 

 続きまして予算書１３９ページ、介護予防・日常生活支援総合事業の事業内容についてご説

明を申し上げます。まず１点目が、訪問介護相当サービスと通所介護相当サービスの実施でご

ざいます。介護予防訪問介護からそのまま移行しました訪問介護相当サービスと、介護予防通
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所介護からそのまま移行しました通所介護相当サービスを実施するものでございます。これは、

従来使われたかたがそのまま移行するという形になります。２点目が通所型短期集中予防サー

ビスの実施でございます。二次予防事業の通所型介護予防事業として実施してきました「栄に

こにこ健康塾」と「栄すこやか健康塾」を、通所型短期集中予防サービスに位置付け、引き続

き実施するものでございます。３点目でございます。介護職員初任者研修の実施でございます。

平成２８年度から新たに町事業も補助対象となったことから、町内在住の１８歳から６５歳ま

でのかたで町内の介護サービス施設等へ就労予定のかたを対象として、委託により研修を実施

するものでございます。 

 続きまして、予算書１４５ページでございます。認知症総合事業の事業内容について申し上

げます。まず、１点目が認知症初期集中支援チームの結成でございます。このチームは健康介

護課内に認知症サポート医１人と町専門職３人により１チームを結成するものでございまして、

こちらチーム員の研修が義務付けられておりますので、受講後の１２月には結成をしたいと考

えております。チームの会議を年間１０回開催予定でございます。 

 ２点目でございます。認知症地域支援推進員の配置でございます。こちらは健康介護課内に

３人の配置を予定しております。町専門職３人が認知症地域支援推進員研修を受講後、配置と

なります。なお、認知症初期集中支援チーム員との兼務を考えております。 

３点目でございます。認知症ケアパス作成委員会の設置を、こちら９月頃の設置を見込んで

おります。認知症ケアパスの作成を検討するための設置で、委員会を８回開催予定でございま

す。 

次に４点目でございます。認知症カフェの実施、こちらは認知症地域支援推進員研修受講者

を有する事業者に委託して実施する予定でございます。なお、平成２７年度では月１回の試行

的な実施をしてございました。毎月、ふれあいセンターで実施するほか、地域サロンへの出張

も実施する予定でございます。 

５点目でございます、認知機能評価支援システムの活用を考えております。こちら、以前、デ

モンストレーションでご覧になったかたいると思うんですが、タッチエムという簡易型の、認

知症を判定する機械、こちらの活用でございます。まず、認知症地域支援推進員が認知症カフ

ェ、地域サロン、病院待合室、一般介護予防事業などで活用し、早期診断・早期治療につなげ

るものでございます。 

６点目ございます。多職種協働研修の実施を、５０人から６０人の規模で年１回予定してご

ざいます。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、高萩委員の再質疑を許します。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） １点目からお伺いいたします。学校給食費の関係なんですけども、現

年分と滞納繰越分の予算計上はお伺いしました。それでお伺いしたいんですが、一番伺いたい
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のは収納対策ですよね、平成２８年度は強化して、滞納繰越ですか、これ、滞納繰越の関係で

平成２８年度強化しますということで、平成２７年度と比較してプラス１２５万円多くいただ

く量があると、これは具体的にどのように強化されるのか伺います。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 実は平成２７年度から強化のほうを始めているところでござ

います。一つは児童手当から徴収をするよう、未納者に話をして児童手当から支払いをする形

になりつつあるところでございます。それからもう一つは、過年度についても対策を強化し始

めまして、滞納額が多い家庭をピックアップしまして、今回は５世帯ピックアップしました。

今年１月ですけども、配達証明付きの催促の文書を送付しまして、法的措置について今後、実

施する旨の文書を送付したところ、５世帯中４世帯から支払いの意思が示されまして、そのう

ちの２世帯完済ということで、そういう形で尐しずつ強化の成果も出始めているところです。

これにつきまして、来年度についてもこれをまた、更に続けていって対象を広げていくという

形で、最終的に支払いの意思が示されない、経済的な問題もクリアして支払いされないという

家庭については、法的措置に進むという予定でおります。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 伺いたいんですが、心配なのは、今、子供の貧困がだいぶ報道されて

おりまして、そういう中で本当に払いたくても払えない家庭もひょっとしたらあるのではない

かと。その辺はもうちょっと民生委員もあれなんですけど、一番、子供と身近なのは先生方な

ので、その辺、子供の様子をじっくり見ていただいて、親の話を聞いていただきたいと思って

いるんですけど、その辺はどうでしょうか。 

 あと、併せてやっぱり本当に苦しい家庭には色々な制度ありますので、その周知も強化する

必要があるのではないかと考えますが。併せてお伺いいたします。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） ただいまの件につきましては、滞納の状況を学校の集金とか

についても問い合わせて、状況を確認しております。そして税務課とも連携を取って、そこの

家庭の納税の状況とか財産の、例えば持ち家があるかとか車を所有しているかとか、その辺の

財産の状況も十分、考慮のうえ、対象を絞って収納を行うという形でやっているところです。 

 あと、周知については、小学校１年生、新１年生の入学説明会、そういうところでこういう

制度がありますのでぜひご利用くださいという形で毎年、周知はしているところです。また今

度、各学校の学校だよりとかそういうのにお願いすることも可能かと思います。また、町の広

報等も周知の手段と考えられると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ちなみにお伺いしたいんですが、学校給食費って延べと世帯でどのく
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らい滞納のあれがあるんですか。それと、教育委員会としてはこの滞納分に対して平成２８年

度はどのぐらい納めていただくような目標というのは持っているんでしょうか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 滞納額でよろしゅうございますでしょうか。額で言いますと、

例えば平成２５年度の現年度の滞納額ですと１７４万５,５１８円。それが現年度の流れいい

ますと平成２６年度ですと１８６万５,９７８円。今年度見込みですが１５０万円程度という

ふうに今年度は見込んでおります。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 今年度１５０万円、現年度で滞納というか見込みということなんです

が、これ具体的にどういう世帯だと分析してらっしゃるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 全ては分析できてはおりませんが、期末勤勉手当本的には支

払いが厳しい家庭については準要保護、更に厳しい家庭は要保護という形に手続きしていただ

てますので。それ対象外のかたに給食費をお願いしているところでございますので。基本的に

は、食べた以上はお支払いただくという姿勢でいます。１月末ですと現年度で収納率およそ

９８％ですので、できるだけ１００％に近付くように学校とも協力しながら。それから先ほど

申したように配達証明付きの郵便を出すと、あちらにもそれなりの強い姿勢が伝わるので、支

払いの意思を強く示していただけると。私も訪問しました。それで、払いますっていう口頭で

の約束ありますけれども、それよりはやはりそういう配達証明付きの郵便等の督促状は有効な

のかなと思っておりますので、その辺を先ほども言いましたように、やはり各家庭の財産状況

といいますかそういうのも把握しながら、非常に厳しい家庭についてはそこまではできません

ので猶予しているといいますかそういうところもありますので。あくまでも全部一緒に、強制

的に集めるというそういうつもりではございませんのでご理解いただければと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ただ今、答弁の中で５世帯をピックアップして内容証明付き配達郵便

ですか、そういうのやって、その５世帯というのはどういう基準で選出したあれなんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） これは、額が多い順で、しかもそういう家の財産の状況等も

見て、請求が可能だろうというところをピックアップしてやったと。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 気になっているのが、この学校給食費の窓口なんですが、国保もまた

コールセンターを設置して何かやる方向でしょう。町税のほうもやってるでしょう。そういう

中で、教育委員会部局でやられてるんですけど、その辺、私が心配するんですけど大丈夫なん

ですか。ちゃんと国保と同じくそっちのほうで併せてやっていただいたほうがいいのではない
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かなってちょっと心配なんですが。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 現状を申しますと、給食センター、今、町職員３人ですけど

も３人でやっているところで、また、徴収の訪問とかは我々も協力してやったりもしていると

ころなんです。実際、通常の窓口でそういうことをやっているのは、一番中心は亀田施設長が

中心になりながら、かなりの部分、施設長１人頑張っているというところでございますので、

過年度について、もしもそういうご検討いただけるんであればこちらとしても非常にありがた

いなというような気持ちではおります。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ということは、ご検討いただければという答弁ですので。でも現状は

担当課で十分だよとおっしゃっているようですね。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 与えられた条件の中で我々としてはまずやるしかないので、

やっているところでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） 私のほうからちょっと補足ですけれども、月１回、税務課、

健康関係の国保、新たに給食センターを交えて副町長を先頭に情報連絡会議等を開催しており

ます。そうした中で滞納関係については、対忚を一括して進めているという状況ですので、そ

の中で進めて参れば、委員がご心配しているようなことにはならないんだろうというようには

考えています。必要に忚じて対忚さえていただいているという状況でございますので。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 了解です、次の質問に移ります。 

 園児送迎サービス事業についてということで内容を説明いただきました。この事業なんです

が、お伺いしたいんですが、都内とか要するに安食駅を使って通勤している方々から、どのぐ

らいのニーズというか要望というのが町に寄せられていたんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） お答えいたします。直接、町への要望という形では届けられてお

りませんでしたが、保育園２園のほうと送迎の状況等を確認しまして、基本的にそういうかた

がいらっしゃるということで、数はそれほど多くなかったんですが調査当時は数名いらっしゃ

るということで今回の事業をという形で考えさせていただいております。ただ、両保育園の施

設長のお話では、そういう利用ができるんであれば、これからそういう送迎形態を活用して仕

事を探すというかたもいらっしゃるだろうという形がありますので、その辺も含めて１日当た

り７名まで頑張って増やしていきたいと考えているところです。 

 以上です。 
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○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 今後、ますますこういうニーズが高まるんじゃないかなと思いながら、

先駆的に栄町でもこういう事業を取り入れたということはすごく評価できます。そういう中で

ちょっと不安要素があるんです。本当にこれがうまく事業が回るのかどうか、その辺が私とし

てはたいへん心配なんですが担当課はどういうふうに考えているのかということと、もう一つ、

この事業は予算が通ればもう確定なんですか。それとも国との交付金の関係で、それがパアに

なっちゃえばできなくなるんですか。そこがわからないんですが。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まず、事業の運営の継続の不安ということでございますが、こち

らは送迎サービスのステーション機能を持つところが小規模保育事業所ということで、メイン

の事業は保育事業になります。収入の大部分の法人としては保育事業で確保しているというこ

とでございまして、プラス送迎機能という形で、今回も町事業として実施して継続するという

形をとらさせていただいたのも継続して事業を続けるという意味合いでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） もう一つ教えていただきたいんですが、町事業でやられるのは本当に

良いことだと思います。そういう中でちょっと気になるのが、委託先はどういうふうなあれで

決まっていったのか、私、分からないんですけども。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まず、こちら、ステーション機能をどこにするかというのがまず

ございまして、その中で予定先でございますＮＰＯ法人ねむの里が駅前でぜひ小規模保育事業

を実施したいというのが先にございまして、それであれば基本的に駅前という立地条件、あと

２園は駅から尐し離れている、将来的に長門幼稚園が認定こども園を建築という先が、将来が

見えておりましたので、そちらを使って保育サービスの提供ができればということで町から声

をかけさせていただいたところです。その中で保育士ですとか運転手等の確保が法人内で確保

できるというお話がございましたもので、委託先の予定ということで協議をさせていただいた

というのが当初の経緯でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 実際に予算とおればそれがあれなんですか、それとももう一つ、私が

聞いた。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 失礼をいたしました、まず予算をとおしていただければ当然、実

施するんですが、こちら財源は尐子化対策推進事業の交付金も手を挙げてございますので、そ

ちらを一番期待しているところでございます。ただし、万が一ということも考えておりますが、

途中で保育事業、送迎事業止めるわけにいきませんので、それは極力、国庫補助事業ができる
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ぐらいまで事業を実施していきながら財源を確保していければと考えております。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ということは交付金がもし採択にならなくても国庫補助金か何か手当

をして、この事業は実施できるようにするということですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 事業は必ず実施する予定でございます。国庫補助につきましては、

国庫補助の採択基準が登録者数が非常に多いということで、最初はちょっと難しいということ

で今回、交付金を活用した事業をまずスタートするということを考えさせていただきました。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 本当にこれ、ニーズ調査もしていないということだったんで、ちょっ

と不安、良い事業だけど不安なんですけども、こういう中で９月から実施予定で１日だいたい

７名位を予定していると。これ７名預けるようにならなかった場合も人数が尐ない場合、それ

と利用者負担、預ける親の負担は１回１００円で、保育園が始まる前まで保育してもらってな

おかつ駅から送迎してもらって、そうすると利用者負担はどのぐらいになると予想しているん

ですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 利用者のご負担については、先ほど言ったバスの利用につきまし

ては１回１００円を予定しております。これはあくまでも送迎にかかる燃料費相当分が基本的

になっております。保育料につきましては当然、基準内の保育施設でお預かりということで、

要するに一時保育という形、それは保育委託のほうになりますので、そういうかたであれば保

育料で収入を得るということですので。短時間で送迎の場合はバスだけでご利用いただけるよ

うな形を今のところは考えております。保育している時間は基本的に保育委託でございますの

で、それは通常の保育所と同じでございますので。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） バス１回１００円ということは、朝も１回、帰りまた１回、というこ

とは１日２００円ということと、合わせてこれを利用する人はもう月額じゃないけど１日申込

みじゃなくて継続的に勤務の関係で保育園と同じく、一時保育みたいに１回当たり申し込むの

ではなくて、１回申し込んだらずっと平日は利用するような感じなんでしょうか。イメージが

ちょっとわかないんですけど。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） それでは１点目の送迎のやり方ですが、基本的には保育園は保護

者のかたが迎えに行きませんと、お子さまを帰宅させませんので、基本的には夕方はございま

せん。親が迎えに行くのが大原則ですので。 
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○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 朝だけ送迎ですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） はい、これは保護者に渡さないといけないものですから。 

 もう１点、申込みにつきまして毎日、利用するかということなんですが、こちら当然、保護

者のかたの勤務形態もございますので、１回、登録をしていただいて、おやつとか出た場合の

アレルギーとかそういうのあります。そういうのを登録していただいた上で必要な日に使って

いただくというのを想定してございます。 

○委員長（染谷茂樹君） あとは卓上で。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） この件はだいたいわかりましたので。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） あまりよくわからないでお伺いするしかないんですが、日常生活支援

事業なんですが、いま項目３つですか、説明をいただいたんですが、そこでお伺いしたいんで

すが、町の説明によりますと総合事業ですけど、平成２９年４月が前倒しで平成２８年、１年

早くやるということで、何でかというと、だいぶ財源が浮くという説明があったように記憶し

ているんですが、そのことについて平成２８年度予算ですので、何がどう浮いてくるのかそこ

を教えていただければと思ったんですが。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まず１点目の財源的な前倒しによる効果でございますが、今回、

例えば通所型集中予防サービスの実施とかというのはすでに３月１日から、一忚、事業はスタ

ートできる状態になってございまして、今、事業者と研修等の請求の方法等の説明会等をやっ

ているところでございます。特に、３点目の例えば介護職員の初任者研修の経費ですとかそれ

についても今回、交付金の枞内でできるようになった。これは限度額という考え方でお考えい

ただければと思います。直接、幾ら使ったら何分の１の補助というようなものではございませ

ん。ですので、こちらは総合生活支援総合事業の全体の枞の中で何を今年度は力入れるかとい

うことで、全体枞が大きくなっているということでご理解をいただければと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 私がお伺いしたいのは、それだったら平成２８年度、移行する前と比

べてどのぐらいの効果が出てるんでしょうかと、そこをお伺いしたいんです。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まず事業の効果につきましては、これがまだ３月１日からスター

トしたばかりでして、平成２８年度は前倒しした関係で１２７万円、確か記憶では１２０万円

ほどの交付金の枞が広がっているはずですので。あくまでこれは試算という形で計算したもの

でございます。 
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○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） だいたいなんとなく。うまく回っていくといいですね。だいぶ地域で

も待っている人がいるので、と思います。 

 次に移ります。認知症総合事業なんですけども、５点ほど説明いただきました。こういう中

で、やっぱり私、気になるのが、今、地域でかなり認知症のかたが増加しております。認知症

本人のかたと家族のかたにとって、こういう事業をやることによって家族の支えにもなると思

うんですけども、その辺、認知症を発症する前の予防にもつながっていくんじゃないかなと思

うんですけどその辺はどうなんでしょうか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まず、発症予防というご質問だと思うんですが、こちらにつきま

しては現在、一般の介護予防事業という形の事業の中にございます。例えば脳の健康教室です

とかという形ではすでに実施中でございます。平成２８年度も引き続きそちらは実施してまい

ります。今回の認知症総合事業につきましては、どちらかというと早期発見で、現在、認知症

もだいぶよい薬ができてまいりまして進行を抑えたりという薬がございますので、早くそちら

につなげまして基本的には問題行動が起こる前に治療に専念していただくと。そのためにこち

らの認知症の初期集中支援チームですとか認知機能評価支援システムを一般介護予防事業でも

使っていただきまして、早期発見につなげる、治療につなげるということを考えております。

また、もう一つございまして、家族の支えということでございますが、こちら認知症カフェと

というのをすでに試行ではやっておりますが、保護者のかたのための支援事業も実施していく

という予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） それでは一番切実なことについて伺って終わりにしたいと思います。

認知症の早期発見ということでございますが、課長、教えていただきたいんですが、地域の中

でだいぶ、あの人、認知症じゃないの、というこういうかたが増えている中で、そういうとき

って地域の人は、例えば戸田委員がそれらしい人だった場合に、地域の人がその人の家族に言

うのってたいへんきついんです。そういう中で町民のかたはこういう問題で困っているときど

うしたらいいんでしょうか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） ただ今の、例がございましたかたについては、まず、地域包括支

援センターにご一報いただきたいと思います。今回の質問の１で回答しました、認知症初期集

中支援チームというのはこの中に医師も参加をお願いすることとなりますので、そちらのかた

が治療につなげるという形で早期にご家族の負担が出るような、問題行動が出る前に治療に結

びつけるという事業をスタートするものでございます。 
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○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） この地域包括支援センターに一報というこれは、よく教えていただい

てありがとうございます。この地域包括支援センターに連絡をいれるのは、家族でもいいし地

域の人でもいいし、気が付いた人が地域包括支援センターに、あの人、ちょっと認知症発症し

てるんじゃないのと、こういうふうに通報してもいいということですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 認知症は診断してみないとわからないので、とりあえずご一報い

ただければ、基本的には地域包括支援センターのほうで訪問したり、対忚、会話等を聞きなが

ら判断させていただきます。当然、治療が必要であれば今後できる認知症初期集中支援チーム

で医療に結びつけるというような形を考えております。ですので、どなたがご一報いただいて

も結構でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 終わりです。とにかく認知症のかたが増え続けている中で、町として

も認知症のそういうかたたちに対して総合事業をやって、いろいろ手立てを尽くすように平成

２８年度はしますということですね。よろしくお願いします。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、高萩委員の通告に対する質疑を終わります。 

 ここで休憩に入ります。午後１時半より再開したいと思います。よろしくお願いいたします。 

午後１２時１０分  休憩 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後 １時３０分  再開 

○委員長（染谷茂樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。次に、通告２番、松島一夫委員

の質疑通告に対し、答弁を求めます。稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） それでは予算書１５ページに関連しまして、給食費の新たな

収納対策は何かというご質問についてお答えいたします。 

給食費の未納問題につきましては、保護者の責任感や模範意識の問題や保護者の経済的な問

題等の原因が考えられます。未納者が増加することは、保護者間の公平性を著しく欠き、新た

な未納を増やさないためにも、適切な対忚をとることとともに、給食費を経済的な理由もなく

納入しない保護者に対しては、最終的に法的措置の手続きを図るなど収納対策の強化をしてい

く必要があると考えます。町では、平成２０年４月１日施行の「栄町学校給食費徴収事務取扱

要綱」にもとづきまして未納者への督促を段階的に実施しておりますが、監査等でのご指摘が

ありましたように収納率の向上には至っておりません。 

このことを踏まえまして、平成２７年度は長期滞納者への納付相談を実施し、児童手当から

の徴収の強化を行った結果、１５世帯２０名の滞納者から２月の手当支給日において４１万

４,０００円を徴収しております。 
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また、町では平成２８年度より給食費を経済的な理由もなく納入しない保護者に対して、民

事訴訟法に基づく支払督促の申立てを簡易裁判所に行う等の法的措置の手続きを執ることにつ

いて検討しております。この１月に、過年度のうち、滞納額が多い５世帯に対し配達証明書付

きの督促文書を送付し、法的措置について町が今後実施する旨の納付相談を行ったところ、

４世帯から支払いの意思が示されまして、そのうち２世帯が完済いたしました。なお、納付の

誓約額につきましては５１万６,０００円、うち徴収した額につきましては１５万９,０００円

となっているところです。給食費における法的措置については、町の過去において事例がなく、

督促通知の送付のみに留まっておりましたが、今後、他市町の事例を参考にして更に踏み込ん

だ収納対策を実施してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、学力向上プランとはですが、町の教育委員会では、平成２２年度から「栄町学

力向上プラン」を策定し、町の子どもたちの学力向上に取り組んでおり、おかげをもちまして、

このところ成果をあげているところでございます。 学力向上プランの柱は３つございまして、 

１つは、基礎・基本の定着です。これに関しましては平成２３年度から、漢字と計算、中学校

は英卖語の確実な習得を行うための「栄町学力スタンダード」を作成し、町内全ての小・中学

校で活用しているところでございます。 

 ２つ目は、思考力・判断力・表現力の育成です。これにつきましては、授業時間に考える場、

調べる場、伝え合う場を設定し、説明文章や観察レポートの作成などを行うノート指導を目指

しています。また、町内に２名いるスーパーティーチャーの活用と研修の充実により、教師の

授業力アップに努めているところです。 

 ３つ目は、家庭と連携した学習意欲の向上策です。家庭学習時間の目安を設定し、家庭学習

の定着を図るとともに、栄町学習道場「わくわくドラム」を実施し、学習意欲の向上、自己学

習の習慣化を図っております。平成２８年度も、隔週土曜日に小学校３・４年生を対象とした

「サタデーわくドラ」を年間２０回、夏季休業には、小・中全学年を対象とした「サマーわく

ドラ」を１５回、冬季休業には「ウィンターわくドラ」を３回実施する予定です。今後、小・

中連携教育を推進していくことで、さらなる向上を図って参りたいと考えております。予算書

７８ページの学力向上プラン推進事業につきましては、平成２８年度１２７万６,０００円を

計上しております。内訳としましては、栄町学習道場「わくわくドラム」における学習支援の

ための講師謝礼金として１２４万６,０００円、運営にかかわる消耗品費を３万円という形に

しているところです。講師謝礼としましては、１回２時間の指導で、コーディネーターに時給

１,０００円、社会人・大学生・高校生サポーターに時給７５０円と計画しております。 

続きまして、学校支援教員とはについてです。予算書７８ページの関連です。学校支援教員

は、教科の指導を中心として、複数教員による指導を推進いたします。あわせて、特別な配慮
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が必要な児童・生徒にも適切な指導を行い、各学校のきめ細かな教育と学力向上を目指した取

組を支援する職員です。教員免許状を有し、町で雇用しております。 

また、教科の指導に加えてさまざまな行事や児童の生活面の指導にも尽力して、学校に大き

く貢献しており、大変貴重な存在として感謝されております。平成２８年度は、学校支援教員

賃金として、６２９万２,０００円を計上しております。内訳としましては、安食小・布鎌

小・竜角寺台小に各１名、安食台小に２名を配置する予定でございます。計５名でございます。

勤務につきましては週あたり２８時間、年間１８８日、時給１,１２０円で計上しております。 

続きまして、小学校スクールカウンセラーとはについてでございます。予算書７９ページで

す。スクールカウンセラーは、児童生徒の心身の問題に対し、専門的な心理学知識を有し、心

理相談業務に従事する心理職専門家であります。これまで中学校には、県の予算で１名が毎週

１回の割合で配置されていました。本町では、小学校にも配置が必要として、平成２０年度か

ら、独自にベテランの臨床心理士１名を雇用しております。業務内容は主に相談活動で、年間

計画の中で児童全員との面談のほか、本人及び保護者の希望制で任意の相談活動を行っており

ます。また、相談活動を行った児童の学級担任と連携して、今後の指導体制確立のために協議

等も行っております。成果としては、各小学校の児童全員との面談により知り得た情報を学級

担任、学年職員、管理職等と共有することで、児童理解がより深まり、指導の手立てを考える

際の有効な情報となっております。特に、家庭や人間関係に問題を抱えた児童への心のケアに

は、スクールカウンセラーが重要な役割を果たしております。 

また、近年は、全国的に教職員のメンタルヘルスケアが喫近の課題となっておりまして、学

級担任をはじめ教職員の多忙等に起因するストレス緩和の為の相談窓口にもなっています。平

成２８年度は、小学校スクールカウンセラー賃金として９３万４,０００円を計上しておりま

す。町内４小学校に、各校１日６時間、月１回、時給３,５００円、年間１１日配置いたしま

す。 

なお、今年度から、県の予算で小学校にも配置され始めているところです。本町では、今年

度、統合後の児童への対忚ということで、安食台小学校に２週間に１度の割合で配置されてお

りました。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 私からは歳出の４９ページから５０ページにかけての３点につい

てお答えをいたします。 

まず、認定こども園についてについてでございますが、まず事業の概要としましては、私立

ながと幼稚園が、施設を建て替え認定こども園を開園するものでございます。類型としまして

は、幼稚園型認定こども園といわれる分類でございます。定員でございますが、幼稚園部分い

わゆる３歳から５歳ですが、現在３４０名のところ１２０名になる予定でございます。保育所
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機能部分、これは１・２歳ですが、２４名ということで、新規の人数でございます。開園につ

きましては、平成２８年度中に施設整備を行い、平成２９年４月に開園の予定です。 

続きまして施設概要でございますが、こちらは現在、県との事前協議中でございますので変

更になる可能性がありますことをご承知おきください。現計画では、現在の施設、鉄骨造１階

建てで延べ面積が１,５２８平方メートルございますが、整備後、木造１階建て１,１３２平方

メートルになる予定でございます。総事業費につきましては３億６,０００万円ほど、内、国

県町の補助金で１億２,０００万円ほど、あと自己資金と借入金が２億１,０００万円というよ

うな概要になっております。認定こども園が整備されますと、保育所で定員を超えて受入れて

いただいております。１・２歳児の受入れ枞が拡大することと、３歳児以上のかたも幼稚園の

中で、今度、保育園と同じ時間まで利用が可能となりますので、就労・退職の関係であっても

継続した利用がし易いという形になります。 

続きまして５０ページ、子育て支援総合コーディネーターの詳細と出産アドバイザーの詳細

でございます。まず、事業につきましては、子ども・子育て支援交付金の地域子育て支援拠点

事業実施要綱に基づきまして事業を実施しているものでございます。利用対象者が、まず子育

て支援総合コーディネーターにつきましては、子育て中の保護者とお子さん、これから保護者

になるかたでございまして、主な事業が一つとして子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、 

二つとしまして子育て等に関する相談、援助の実施、三つとしまして地域子育て関連情報の提

供、四つとして子育てに関する講習等の実施、悠遊亭での「のびのび事業」等でございます。 

五つとして生後４ヶ月までの赤ちゃんを訪問し、本を贈るブックスタート事業がございます。

現在、配置等につきましては、ふれあいプラザさかえの中で午前９時から１２時まで、午後

１時から３時３０分までということで実施しておりまして、原則ふれあいプラザさかえの開館

日には開館しております。なお、コーディネーターの職員につきましては、保育士・幼稚園教

諭等の資格をもつ日々雇用職員としておりまして、常時２名を配置して、現在、総員でリーダ

ー１人、その他４人となっております。 

続きまして出産アドバイザーの詳細についてでございますが、事業概要につきましてはこち

らアドバイザーの賃金でございまして、全額、尐子化対策重点推進交付金を活用することとし

ております。内容が、妊娠・出産・子育てに関する悩みや不安を解消するため、出産アドバイ

ザー、これは相談員でございますが、を配置し、妊産婦や子育て中の保護者がいつでも気軽に

相談できる体制を作るものでございます。利用対象者については先ほどの子育て支援総合コー

ディネーターに加えまして妊産婦や子育て中の保護者も対象になる予定でございます。主な事

業でございますが、保護者からの相談に関すること、子育て支援事業への参加促進、保育所等

への巡回相談を実施する予定でございます。配置につきましては、ふれあいプラザさかえの開

館日の火曜日から土曜日の午前９時から１２時、午後１時から４時を予定しております。職員

につきましては保育士資格を持ち、相談員研修を受講したものとしておりまして、１名の配置
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予定でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） 給食費については先ほども質問が出ましたけれども、滞納繰越分の今

年度の決算見込みはどのくらいですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 平成２７年度の滞納の見込みにつきましては、現年度がおよ

そ１５０万円位、過年度が１,１００万円、あわせまして１,２５０万円程度見込んでおります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 滞納繰越分で今年度が１,２５０万円ですか、トータルで。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） はい。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 本年度の決算見込みで滞納繰越分の徴収額はどのくらいになるか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） もう一度お願いします。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 今年度、滞納繰越分を徴収していますけれども、平成２７年度の決算、

まだ終わっていませんが、どのくらい徴収できるというふうに見込んでらっしゃいますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 今年度の決算見込みで今のところ徴収予定見込みとしては

８０万円程度ということであります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ８０万円程度の滞納繰越分の徴収ができるという、さっきの説明、私、

聞き間違えたか。新たに督促状等を発送して５０万円とか４０万円とかって数字があったと思

ったんだけども、それ含めて８０万円ということなのか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 滞納繰越分の収納の見込みとして８０万円というところでご

ざいます。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） さっきの数字は現年分も入っているということで理解していいわけで

すね。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 申し訳ございません、現年も含めてという形になります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 
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○委員（松島一夫君） ということは来年度の予算は２００万円で、前年度より１２５万円増

えている。ということは、平成２７年度の当初予算って滞納繰越分は７５万円だったというこ

とで間違いないのか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） そういうことになります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 補正も含めての話なのか。当初は５６万１,０００円位で前年度より

１２５万円増えたということは補正した額まで含めての増加なんでしょうが、今年度の決算見

込みが約８０万円、それで２００万円、可能な数字だとお思いになりますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 今年度後半から収納方法を加えまして、強い姿勢で取り組ん

でおります。それと来年度また法的措置という形にも入りますので、２００万円可能な数字と

いうことで徴収に努める考えでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） その意気込みは非常に評価できますので、達成していただければと思

いますが、先ほど総務課長のほうからもありましたとおり、とにかく給食費の未納については

年々累積を重ねてきております。きついことを言いますが担当課だけではもう絶対、対忚でき

ないからこういう結果になったんだろうと思いますので、ぜひとも全庁的に他の税の収納や何

かと併せて協力体制を作っていかないと。先ほど給食センターの職員３人だというふうなお話

もございましたので、その辺の連携もしっかり強めていただければと思います。この給食費に

ついてはそれで終わりにしますが、とにかく現年分でいつも９８％ということは、２％滞納に

なりますので。尐なくとも滞納で増えた分以上の収納がない限り雪だるま式だというふうに認

識しておりますので、よろしくお願い申し上げて給食費の件は終わりにします。 

 学力向上プランの件でございますが、ついこの間の広報で栄町の児童の学力が県内の注目を

集めていますということで、極めて分かり易い棒グラフで出していただきました。１点お尋ね

したいんですけども、ここで国語と算数の活用という部分が、これはもう栄町だけでなくて全

部落ちているわけですけれども、具体的にこの活用というのはどういうようなものなんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） Ａ問題・Ｂ問題と２種類ございまして、これは算数も同じな

んですけども、Ａ問題は基本的な問題、Ｂ問題というのはいわゆる忚用問題というんですか、

新聞記事とかそういうものとかレポートを作ったものから問題を答えるような。基本と忚用と

いうイメージで捉えていただければと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 先ほども基礎・基本でドリルですか、漢字の書き取りですとか英卖語、
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小学校はないのか、そういうことで基本というものはある程度できているんだろうけども、忚

用ということになると栄町だけでないけれどもかなり点数が低いわけですよね。とすると、そ

れこそ２点目の重点になっていた、他のと一緒になっちゃってますけども、思考力だとか判断

力だとかこの辺のところにやはり問題が出てくるんだろうと考えていますけれども、それをど

うやって解決していくのかというふうなお考えがあればお尋ねしたいんですけども。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） まさしく松島議員からご指摘のとおりでございまして、基

礎・基本はある程度クリアできている、これからはそこにある忚用、いわゆる思考力・判断

力・表現力そちらのほうにシフトを、そちらについてももっと強化していく必要があろうと思

います。先ほどの答弁の中にも入れましたが、子どもたちに授業中、考える、調べる、それを

お互い伝え合うようなそういう場を設定して、考える、調べるについては自分の考えとかをノ

ートにしっかりまとめる、それを言葉でクラスの仲間に伝えるという活動を必ず入れましょう、

ノートもそういう形に作りましょうという形で全町的に取り組んでおります。それの積み重ね

でそういう力を伸ばしていくという方向で学力プランの２つ目の柱ということでやっていると

ころです。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） サタデーわくドラとか夏休み・冬休みのわくドラで、多分これ成果が

上がっているんだというふうには認識しております。高い評価を申し上げてもいいのかなと思

うんですけれども、飛んじゃいますけども学校支援教員、特別に目をかけてやらなきゃならな

い子供さんだとか担任の先生の補助になるというふうなものだというふうに理解しましたけれ

ども、甚だ失礼な身も蓋もない言い方をしますと、１人の先生で３０人未満の子供がちゃんと

みられないというのが私は若干、問題があるんじゃないのかなというふうに感じているんです

が。もちろん、私は学校現場というの知りませんけれども。広報にも、下のほうに教師の授業

力向上というふうに大きく謳ってある。教師の授業力が向上すれば学校支援教員ってなくても

済む問題なんじゃないのかなという疑問もあるんですが、どのようにお考えですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） ただ今のご指摘ですが、各学級の中に、いわゆる特別な配慮

が必要な子、授業の様子を見てますと非常に落ち着かない子とか色々おりまして、だいたい割

合的に最近言われているのは６％程度の子供たちがそういう個別な配慮が必要な子が学級にい

るというようなふうに言われてます。そうしますと３０人の学級の中ですと１人か２人、そう

いう子がいてもおかしくない時代になりつつあります。主に、学校支援教員はそういった子を

面倒見ながら、そうすることで学級全体が非常に落ち着いた雰囲気の中で授業に取り組むこと

ができると。そういう学校支援教員の役割が今、大きくなっているところです。そういう意味

でやはり１人でも多くの学校支援教員がいると学級のほうもより落ち着いて学習に取り組める
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と。学校によって全学級同時に授業やっているわけですから、学校に１人ですと１クラスに、

あるクラスの１カ所というところになってしましますので。複数いればそれなりにもっとそう

いう活動ができるというふうに。後は教科とか子供の状況ほかによって、その学校のどこのク

ラスに入りましょうみたいな形で学校のほうで判断して、やっていっていただいているという

形です。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 当然、課長のおっしゃるとおりそれにこしたことはないし、手厚く配

置できれば全てに配置するのが理想的だと思いますけれども、そういう先生方を配置したこと

によって成果がどう出たのかというのは、一番簡卖なのはこのグラフに現れるような学力だと

思うんです。結果として学力が向上しているので成果は上がっているんだというふうに認識で

きますけれども、この小学生が全国平均よりも県平均よりも上回っている状況の中で、中学に

行くとちょっと違ってきちゃう、残念ながら。栄中の学力はそんなに上のほうに行っていると

いうふうな情報もいただいていませんけども。その辺の連携というのはこれからどういうふう

にお考えですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） やはり一番大事なのは小・中の連携というところだと考えて

います。小学校である程度、基礎をつけてきましたので、それを受けて中学校で、もうちょっ

と中学校側としては小学校の学習内容等もしっかり理解しながら授業を進めていく。ある程度

基礎体力といいますか基礎を持っていますので、その子等を鍛えていくという姿勢を中学校に

は平成２８年度、もっと持っていただくように教育委員会としても働きかけたいとは思ってい

ます。あと、出だしのところですけど、栄中自体も以前と比べれば、例えば県の学力テストの

平均点いっているところを考えると、以前よりも平均点超えている教科とかは増えている。た

だ、全国学力学習状況調査という小学校６年生と中学校３年生対象のテストなんですけれども。 

小学校６年生は本当にここのところ上がっているんです。中学校については、平成２５年度か

ら平成２６年度はぐんと上がって、今年度はちょっと下がってしまった。１学年だけですので、

その学年の集団の状況もあるので卖純に比較はできないんですけれども。その辺、中学校も全

体的には以前よりは力は付けつつあるというところはご理解いただければと思っております。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 確かに、短期的に今年の小学校がこうで中学校がこうでってのは比較

できない問題で、ある程度長い目で見ていかないといけないと思うんですけども、せっかく小

学生がこれだけ頑張ってここまできているのに中学行ったらもっとこうポーンと伸びて行かな

いと、非常に残念な結果になってしまうと思いますので、これは専門家のかたにお任せするし

かないと思います。 

 スクールカウンセラーの先生ですけども、１日６時間を月に１回、学校に行ってらっしゃる
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ということですが、例えばクラスの授業みたいなことをおやりになるということもあるんです

か。面談だけじゃなくて。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 過去に、いじめの授業というんですか、そういう形で子供達

集めて授業やってくださっているのを私自身も見たことあります。本当に丁寧に、全学校の全

児童を年間２回ですかね、全員と面談をやってくれて、結果を担任に教えてくれて、そういっ

たいじめへの問題に対しての授業もやってくださいという形で、本当に精力的にやってくださ

っております。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 最後に一つ、そのスクールカウンセラーの先生の配置を各学校の先生

方、校長先生方はどのような評価をなさっていますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 担任との、子供との関係以外の別の角度から子供を見る、そ

れを担任に伝えてくれるとか、別の角度からの子供の理解といいますか。それから本当に心理

学の専門家、臨床心理士ですので、非常に深い造詣もありますので、色々な形でアドバイスま

た、担任のほうも困っていたら相談して子供の相談、それから自分のことも相談とかいう形で

今まで学校にいた人とはまた別の立場といいますかそういうかたが１人いらっしゃるだけでも

心強い存在というふうに捉えているところでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） とにかく、昔みたいに簡卖に答えが出る問題ばかりじゃないんで、今

は。私達が子供の頃というのはすごく卖純だったんです。だから答えがなかなか出てこない問

題ってなかったんですけど、今すごくたいへんな状況ですので、今の子は幸せなのか不幸せな

のかわかりませんでれども、色々、支援教員とかスクールカウンセラーとか手厚い手当をして、

結果として学力向上という成果が出ることを期待しております。ありがとうございます。 

 認定子ども園、ながと幼稚園の建替えということなんですけども、先ほど現状、定員

３４０人が今度、定員１２０人ということですけども、定員３４０人でも現状どのぐらいいら

っしゃるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 現在は二桁の後半、９０人程度だと思います。新施設を考慮した

上でいったん１２０人に減らしまして、教室を寄せて空いた部分に新たな建物を建てるという

ようなスケジュールと聞いております。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） この施設の建替えって、現状を全部解体しちゃって全く別個に建てる

ってことじゃないんですね。 
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○福祉課長（埜嵜久雄君） 幼稚園部分をまず定員を減らして、寄せて空いた部分を取り払っ

て新施設を建てると。新施設ができましたら旧施設の生徒を移動させて残った施設を撤去して、

という形で計画がされておるということです。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） わかりました、終わります。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、松島委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告３番、菅原洋之委員の質疑通告に対し、答弁を求めます。稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 予算書１５ページ、学校給食費保護者負担金、前年度予算額

との比較での予算減額の要因について及び滞納繰越分についてということでよろしゅうござい

ましょうか。何回か繰り返しになってしまうかもしれませんが申し訳ございません。現年度負

担金としまして６,８３４万円です、現年度の歳入につきまして小学生・中学生、職員も若干

という形で人数が減尐している関係で現年度の歳入の比較でいうと２６６万７,０００円減に

なります。 

それから過年度の繰越分の徴収予定額としましては先ほどから話になっていますが、

２００万円計上しておりますので、昨年の当初予算の繰越徴収予定額が７５万円でしたので、

平成２７年度と比較しまして１２５万円増額という形になっているところです。滞納繰越分に

つきましては、今年度の決算見込みは８０万円程度を徴収と考えております。ご心配される向

きもございましょうが、先ほど松島委員にお答えしたように２００万円という形で滞納繰越分

につきましては平成２８年度徴収をしてまいりますので、ご理解いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 私からはまず、歳入の１７ページでございますが、臨時福祉給付

金給付事業補助金、前年度予算額との比較での予算減額の要因についてでございます。今回、

この事業につきましては全額、国庫補助、補助率でいいますと１０分の１０でございます、の

ため、事業費の減による補助金額の減額ということで、内容につきましてはまず交付金額が変

わったということ、平成２７年度が１人６,０００円であったことが３,０００円に変わってお

ります。あと若干、対象者の関係で人数は増えるんですが、総額でここだけで約９００万円の

減がございます。平成２８年度、新たに低所得者の障害・遺族基礎年金受給者への給付金とい

う形で実施が新たにございまして、こちらも３万円でございますが対象者が尐のうございまし

て、見込みで２３０人で、約６９０万円ほどと見込んでおります。ですので、先ほど減りまし

た９００万円とこの６９０万円と事務費で若干、調整ございますが、あわせて２４０万円程度

減額になったという状況でございます。 

続きまして、同じく歳入でございます、１７ページの民生費国庫補助金及び衛生費国庫補助

金に子ども・子育て支援交付金が計上されているが違いがあるのかというご質問でございます
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が、まず、民生費国庫補助金は子育て支援事業に対する補助金でございます。衛生費国庫補助

金は、母子保健に関する事業を計上してございます。具体的には、民生費国庫補助金は保育所

の延長保育事業、放課後児童健全育成事業、病児・病後児保育事業、保育所一時預かり事業、

地域子育て支援拠点事業、子育てヘルパー派遣事業となってございます。衛生費国庫補助金に

つきましては、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業が対象となっているものでございま

す。 

続きまして、歳出４７ページの渉外福祉士でございます。前年度にはなかった、強度行動障

害短期入所特別支援事業及び強度行動障害支援事業補助金とは、名称等の法律改正が有ったの

か、国・県の補助率及び重度障害者との違いはというご質問でございます。まず説明に当たり

まして、強度行動障害についてご説明を申し上げます。強度行動障害とは、精神的な診断では

なく、直接的に他害、他人に噛みつきや頭突き等や、間接的な他害、睡眠のみだれ、こだわり

等でございますが、あと自傷行為、自分で自分に傷をつける等が通常考えられない頻度で出現

している状態ということで、障害の支援区分では５以上の区分になるかたでございます。通常、

重度心身障害とは、１・２級の身体障害手帳の所持者と療育手帳ではマルＡですとかというか

たなんですが、どちらもこれは法律の改正があったわけではなくて、前年度まで栄町のかたで

対象者がいなかったためということになります。補助金につきましてはどちらも２分の１が補

助金の率になります。 

次に、５１ページの災害救助費でございます。前年度より４００万円の減額になっているが、

現在栄町にお住いになっている軒数はということでございますが、現在、東日本大震災の被災

者で栄町のアパートに居住しているかたは２世帯になってございます。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 垣沼住民課長。 

○住民課長（垣沼伸一君） 私のほうからは、個人番号制度推進事業が前年より約一千万円の

減額になっているが、システム等の整備が済んで、運用に移ったと考えていいのかに関するご

質問に対しましてお答えいたします。 

予算書につきましては３７ページから３８ページにかけてでございます。この推進事業につ

きましては、町のシステム改修は完了し、本年１月から制度の運用を開始しております。この

ようなことから、内部的には運用に移っていると考えていますが、国においては一部、中間サ

ーバ・プラットフォームの整備や個人番号カードの発行・作成事業などが遅れていることから、

平成２８年度におきましても、平成２９年からの外部との情報連携ネットワークシステムの運

用に向けて、地方公共団体情報システム機構への中間サーバ・プラットフォーム利用者負担金

２１１万円、連携サーバー・連携システム借上料１６５万３,０００円、通知・個人番号カー

ド関連事務に関する交付金１９８万６,０００千円などを予算計上しております。 

なお、これらを含めた平成２８年度予算につきましては６８９万９,０００円で平成２７年
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度予算と比較いたしますと、平成２７年度予算が１,６０４万４,０００円ですので、

１,０００万円近く減額になっております。この主な差額につきましては、平成２７年度が個

人番号制度の開始年度ということから、通知カード・個人番号カード関連事務に関する交付金

が約５６０万円、中間サーバ・プラットフォームの利用者負担金が約４４０万円、あわせて

１,０００万円、これが平成２８年度よりも多かったことによるものでございます。 

説明は以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、菅原委員の再質疑を許します。菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） 最初に、学校給食のほうですね、そちらは私のほかに２名の委員のか

たがたがだいぶやられてますので、だいたいわかりました。頑張って徴収してくださいとしか

言いようがないんですけども、これ以上は増えない予定なんですよね。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 滞納対策について強化しつつあり、その反忚も尐しずつ上が

ってきておりまして成果も上がりつつありますので、平成２８年度は年度当初から収納対策に

強く当たってまいる覚悟でございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました、結局、民事起訴だとかそういうところで伝家の宝刀と

いうかそういうのを抜くぐらいの覚悟を持ってやられるということなので、ここのところは終

わらせていただきます。 

 福祉課のほうなんですけども、強度行動障害っていうところがちょっと引っかかっていたん

でお聞きしたかったところなんです。今回、前年度まで強度行動障害のかたがいらっしゃらな

かったということなんですけども、今回計上されるということはこういうかたが出てきたとい

うかいらっしゃるようになったというのは、外から来られた人なんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 対象者のかたは、平成２８年度については２名のかたの予定でご

ざいますが、２名とも従前から在住のかたですが、だんだん行動障害が激しくなってきたとい

うことで今回、事業の対象となるものでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました。そこのところはそれなりに役場としての対忚していか

ざるをえない部分でしょうから、そこは手厚くというかやっていただくしかないと思います。

それと、ここのところには２分の１ということで補助金も付くということなので。ここのとこ

ろも終わらせていただきます。 

 そこの次で災害救助費のところです、２名のかたがお住まい、今まで、前年度まで何名ぐら

いいらしたんでしたっけ。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 
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○福祉課長（埜嵜久雄君） 平成２７年度当初から途中までは４世帯トータルでいらっしゃい

ました。そのうち、２世帯については帰還されたという形になっております。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） ４世帯から２世帯になって、２世帯のかたが帰還されたということな

んですけども、栄町に住んでもらえるような対策ってやってこなかったのかな。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 町としても人口増のために定住していただければ、ご本人に申し

訳ないんですがいいかなと思うんですが、あくまでもこれは個々の家庭のご希望を訊いたうえ

で出身県であります福島県等のアンケートや支援を総合的に考慮されて、各家庭で判断された

ものではないかと考えております。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました。この２件のかたというのは来年度、そのままずっと居

られる予定ではいらっしゃるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まだ確定はしてございませんが、現在の福島県におきましては、

直接、県外避難者の全戸訪問をして、将来設計のための相談事業を実施するということで、現

在、２名のかたの世帯についても福島県と千葉県の職員が来て、直接、話し合いを行うという

お話は聞いてございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） そこのところはわかりました。なるべく栄町に住んでもらえればいい

と思いますけども、それは個々のご家庭の判断になると思いますので。ただ、いらっしゃる間

は手厚くやっていただきたいと思います。 

 住民課のほうです、個人番号の制度の推進事業というところで、前年度より約１,０００万

円の減額になっているというところがちょっと引っかかったんで。そこのところでただシステ

ムの構築だとかそういうところは終わって、庁内環境というかそういうところは終わっている

ことによっての減額だと思っていたんですけども。この減額になった部分以外のところで、庁

内の環境的なことだとか事務的なことっていうので何か問題等は出てきませんか。 

○委員長（染谷茂樹君） 垣沼住民課長。 

○住民課長（垣沼伸一君） 予算が減額になったことによる問題点ですか。この事業の準備期

間で最も費用がかかるのが平成２７年度だったんですけれども、その平成２７年度分で事業が

遅れている部分について平成２８年度にも予算をもってある訳なんですけど、これは主に国の

部分でありまして、あと、町の中につきましては先の議会で色々ご説明しました財政課のほう

のセキュリティ関係の準備とか、福祉課のほうのひとり親世帯の関係のシステムの改修とか、

学校教育課のほうの就園奨励の関係のシステム改修とか、そういったのも予算計上してあって、
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それらも昨年の計画どおり予算をいただいておりますので、それに準じて順次こちらの制度の

ほうを充実させていきたいと思ってますので。現状では問題というところはありません。ただ、

制度全体の中で国のほうでカードの発行が遅れているとか、中間サーバの準備が多尐遅れて、

本来、テストをこの３月にやる予定だったんですけど７月になったということで、制度全体の

遅れがちょっと今、生じているという部分で、町民の皆さんにご迷惑をかけるような部分とし

ては今のところありません。あとは今度、平成２９年１月ですか、そこでマイナポータルの利

用とか国の中の連携とか開始される予定については今のところ変更ありませんので、特に問題

点はないと思っております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） 今、問題ないというところでだいたい庁内的には問題ないんでしょう

けども、この通知カードを発行して個人番号カードをもらうという事務的なものに関して問題

ないと思うんですけども、ただ、住民のかたから言われるのは、今現在、はっきり言ってこの

個人番号カードが必要なのかだとかそういう啓発の部分というところと、なぜ必要なのかとか

何が使えるんだというところの啓発の部分がなかなかわからないというところがお聞きするの

で、そういうところは今後どうされていきますか。この通知カード・個人番号関連事務に係る

交付金の中から出ていくのか、また、逆に町から一般的なものから出ていくのかというところ

も含めてちょっと教えてください。 

○委員長（染谷茂樹君） 垣沼住民課長。 

○住民課長（垣沼伸一君） 個人番号カードの必要性等につきましては、広報等を活用して

９月からこの半年間、ずっと広報掲載させていただいている中で、現状時点ではマイナンバー

いわゆる個人番号は各個人にふられていて、その番号があれば現状では福祉とか税のほうで対

忚できますので。とりわけ個人番号カードを強制的に作るものではなく、あくまで任意ですか

らということで周知させていただいておりますけども。これは国のほうで始まった制度の中で、

これから国のほうでこれをどう広めていくかということにも、町のほうは影響されると思うん

ですけども現状では身分証の代わりにご使用いただく部分と、そういった諸用紙の削減につな

げる、あるいは事務方のほうでそういった確認作業が楽になるというような中で活用させてい

ただいておりますので、今後の動向を見ながら考えていきたいと思っております。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） 最後にすいません、一つだけ聞きたいんだけど、この個人番号カード

の交付の時期から今現在、だいたい町民でどれくらいかたが申請されて。 

○委員長（染谷茂樹君） 垣沼住民課長。 

○住民課長（垣沼伸一君） 今年の１月２５日現在で、この前委員のほうにもお知らせしたか

と思うんですけど、１,４７３件６,８％です。ただ、最近入った情報ですと若干、増えている
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ような中で、恐らく今日か明日には２月末現在の申請状況が上がってくると思うんですけど。

ちょっと１ヶ月遅れてますのであれですけど。多尐、増えているという話は確認しております。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました、ありがとうございました。これで終わります。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、菅原委員の通告に対する質疑を終わります。 

 ここで１０分間の休憩をいたします。２時４０分までです。 

午後２時３０分  休憩 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後２時４０分  再開 

○委員長（染谷茂樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、通告４番、戸田栄子委員の質疑通告に対し、一括答弁を求めます。稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 再び学校給食費保護者負担金７,０３４万円についてでござ

います。繰り返しになって申し訳ございませんが、現年度分の６,８３４万円につきましては、

小・中学校の児童、生徒、教職員、それから給食センター職員、委託業者職員、ＰＴＡの試食

会、それから毎日、学校に来ない方々です、臨時の職員等の支払う給食費が充てられます。 

なお、小学校ですと１ヶ月４,５００円、中学校が１ヶ月５,１００円という形で集めており

ます。また、１食とかの形になりますと小学校は２６０円、中学校のほうは３００円という形

で、掛ける人数分という形で現年度分の負担金の合計になります。それに加えまして滞納繰越

分の徴収予定の２００万円が入りまして７,０３４万円という形になりますのでよろしくお願

いたします。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 小出健康保険課長。 

○健康保険課長（小出善章君） 私のほうからは国民健康保険特別会計予算書１０９ページの 

基金・一般会計からの繰入金増額の見直しと料金（国保税）引き下げの見直しについてという、

難しいんですがご回答させていただきたいと思います。 

平成２８年度歳入の国民健康保険税につきましては、前年度と比較しまして１,１７４万

７,０００円の減で予算を編成しております。これは、低所得者が多く軽減対象が増加してい

ること、それから被保者数が減尐しているためでございます。平成２７年度の国保財政の状況

についてご説明させていただきますと、卖年度実質収支が約１億３,０００万円の赤字となる

見込みでございます。このため、前年度からの繰越金と財政調整基金からの繰入金、さらには

一般会計からの繰入金によって収支の均衡を図っているところでございます。これによって平

成２７年度末の財政調整基金残高は８,３６８万円となります。一方で、医療費については、

高齢化の進展や医療の高度化によって、平成２８年度は１人当たり医療費が３％程度増加する

見通しを立てております。保険給付費に見合う財源確保に大変苦慮したところでもございます。 
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 具体的には、平成２８年度における国保税の税率引き上げの是非について検討してきました

が、経済情勢の低迷に伴う所得の伸び悩みなどから、低所得者が多い国保の被保険者にとって、

負担増につながる改正は得策ではないと判断し、税率引き上げを見送った経緯がございます。

このため、平成２８年度も引き続き基金からの繰入金４,４１４万２,０００円と、一般会計か

らの法定外繰入金２,８８０万円によって、どうにか収支のバランスを保っているような状況

にあります。また、残高が減っている基金からの更なる繰入金の増額や、国保以外の住民も負

担することとなる一般会計からの繰入金の増額は適当ではないと考えているところでございま

す。このようなことから、当然ながら税率の引き下げができるような状況にはありませんので、

収納率の向上や保健事業の充実によって医療費の抑制を図るなど、財政健全化に取り組む必要

があると考えております。 

 続きまして一般会計の５２ページになりますが、休日・夜間診療事業の内容と推移について

回答いたします。休日・夜間急病診療事業につきましては、成田市急病診療所と印旛市郡小児

初期急病診療所の２カ所で運営されております。 

始めに、成田市急病診療所は、成田市の保健福祉館内の敷地内に設置されておりまして、休

日や夜間の急病のときなどに身近なところで救急医療を受けられるように、急病診療を実施し

ているものでございます。この急病診療所の負担金につきましては、運営費の不足分を成田市、

富里市、八街市、酒々井町、栄町の３市２町で人口割と診療割合で負担しているものでござい

ます。 

次に、印旛市郡小児初期急病診療所は、佐倉市の健康管理センター内に設置されていまして、

１５歳以下の小児が急病のときなどに休日・夜間の診療もできる施設となっています。こちら

も同様で、運営費の不足分に対して印旛管内の９市町が診療割合で負担しているものでござい

ます。 

次に、推移ですが、負担金から申し上げますと成田市急病診療所に対しては平成２６年度が

９８万６,４９２円、平成２７年度は６万４８１円、平成２８年度予算では４２万５,０００円

を見込んでいます。印旛市郡小児初期急病診療所では、平成２６年度１８万５,０００円、平

成２７年度は１１万１,０００円、平成２８年度予算では１８万２,０００円を見込んでいます。 

次に、利用状況について申し上げますと、成田市急病診療所は平成２５年度、全体利用者数

１万６４１人、そのうち栄町の利用者数は５３１人で、利用割合で５％となっています。平成

２６年度は、全体利用者数が１万１,３４４人で、栄町の利用者は５２８人、利用割合で

４.７％となっています。印旛市郡小児初期急病診療所は、平成２５年度の全体利用者数は

１万２,３０７人、そのうち栄町の利用者数は１１４人で、利用割合で０.９％となっています。

平成２６年度は、全体利用者数が１万１,２４１人で、そのうち栄町の利用者は８１人、利用

割合で０.７％となっています。 

以上でございます。 
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それから次に、１１８ページになります。平成２７年度における人間ドックの状況をふまえ、

平成２８年度における教訓についてということについてお答えいたします。平成２８年度の予

算では、前年度と比較し６１９万８,０００円を減額しています。平成２７年度では、償還払

いの助成制度を導入したため、受診者が増加すると見込み、予算を計上したものでございます。

人間ドックの利用状況は、予算上では日帰り、２日通院、２日宿泊、償還払い制度をあわせて

４３０件の計画件数に対して、現時点では申請分を含めて約３７０件の利用が見込まれていま

す。このうち脳ドック又は脳検査のオプションには、１３４件の計画件数に対しまして

１００件ほどの利用が見込まれています。また、対前年度比では、全体で５.４％の伸び率と

なっており、自分の健康状態を知ることへの関心が高まっているということがうかがえます。

このような状況を踏まえて平成２８年度は前年度並みの利用者数、３７３件を計画しています

が、利用者にとってより受診し易い環境を整備するため、一つとして、契約医療機関を拡大す

ること、二つとして平成２７年度から開始した償還払い制度の更なる周知を図ること、これら

を行って利用率を高めていきたいと考えていますが、利用者が増加した場合には予算が不足し

ますので、補正予算を組まさせていただきますのでご理解をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 私からは予算書の４８ページ、保育サービス事業で、１点目の安

食保育園、みなみ栄保育園、認定こども園２８年度における取り組みについて説明を申し上げ

ます。 

 まず、安食保育園でございますが、現在、定員１７０名のところ２月末現在１７８名の入園

状況でございます。そのため、定員を拡大するため増築による整備への補助を予定してござい

まして、予算額が３,１３５万９,０００円でございます。定員の拡大につきましては、０・

１歳児で１５名となりまして、整備後の総定員は１８５名の予定でございまして、平成２８年

度中に施設整備、平成２９年４月の受入れとの予定でございます。 

 続きまして、みなみ栄保育園でございます。現在の定員数は５０名でございます。なお、平

成２８年４月からこちらはいわゆる弾力的運用ということで面積と保育士数の基準内で多く受

け入れていた関係で６０名への定員拡大を予定しております。ただし、保育室の面積ですとか

保育士数から、現在受け入れております８８名が限界の人数となっております。 

続きまして、認定こども園につきましては、私立ながと幼稚園が、幼稚園の園舎の建替えにあ

わせて保育施設を併設し開園するものでございまして、幼稚園型認定こども園と呼ばれる施設

になるものでございます。幼稚園部分は１２０名の定員、保育所機能部分が２４名の定員の予

定でございまして、開園につきましては平成２８年度中に施設整備、平成２９年４月の開園の

予定でございます。 

続きまして、同じく４８ページの新規事業、ねむの里による小規模保育事業と送迎事業につ
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いてでございます。まず、小規模保育事業につきましては、ご質問のとおり特定非営利活動法

人ねむの里が事業主体になるものでございます。位置付けにつきましては、小規模保育事業と

して認可保育園と同じ施設面積と保育士数を配置するというものでございます。今回、新子ど

も・子育て制度におきまして、地域型保育事業につきましては町の認可施設となる予定でござ

います。定員については１０名で０歳から２歳を対象とする予定でございまして、場所につき

ましては駅前の賃貸物件を改修して施設とするものです。開園につきましては平成２８年度前

半に改修を行いまして、８月頃には開始をしたいというような計画になっております。 

続きまして、送迎サービス事業でございますが、事業概要につきましては、委託先は同様に

特定非営利活動法人ねむの里で、場所につきましては、送迎ステーションを小規模保育事業所

に置くものでございます。事業開始は９月を見込んでおりまして、１日の預かり定員が７名の

予定でございまして、朝６時から預かり対忚をする予定でございます。バスの利用につきまし

ては、1回１００円程度の見込みでございまして、総予算１５０万円を７ヶ月の事業期間とし

て計上させていただいております。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、戸田委員の再質疑を許します。 

○委員（戸田栄子君） 歳入のほうからお尋ねします。学校給食費負担金については、今回、

予算質疑で提出した全ての議員がこの問題を取り上げましたけれども、私はそれぞれ出された

質問の趣旨とまたちょっと違いまして、今、学校給食、子ども・子育て支援また社会的問題と

言われている貧困問題を抱えた中で、学校給食費を無料にしようと。子供たちにしっかり精神

的な問題を抱えながら欠食じゃなくて本当ににこにこ食べてもらおうということで無料化にし

ている自治体が増えています。確かに全て無料化にすることが良いとは思っておりませんけれ

ども、こと学校給食費について、子どもたちは親が払っていないことを知っていますよね。町

のほうからも給食費払ってくださいというような督促がきているのをわかりますし、色んな意

味で本当に子供たちにそういう精神的負担をかけている親の責任もあるかもしれませんが、そ

んな問題の中でこの総金額７,０３４万円、これは子供たちの分を引くともっと尐なくなるの

かしらね。それはちょっとわかりませんが、このことについて常に思ってます。学校給食はこ

の料金の問題だけじゃなくて、食材にどういうものが使われているかとか輸入品がないのかと

か添加物とか、そういうものもちろん私達議会としても大いに論議しなければならないんです

が、今回はこの保護者負担金について県内、全国の自治体の例などお調べのことと思いますが、

とりあえず平成２８年度予算の中でこの見通しについての検討はいかがでしょうかという観点

で、再度質問いたします。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） まず、現年度の負担金につきましては、例年９８％程度の収

納率でございますので、それを上げること、とにかく１００％を目指すということで、まずは
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現年度についても色んな角度から徴収を強めていきたいと思っております。なお、その際に子

供たちになるべく知られないようにという配慮は、学校のほうを通してもしているところです。

それから、滞納分の徴収にしましても、何度もお答えさせていただいていますが、これまでよ

り強い姿勢、それから法的な措置ということで２００万円ということでやってまいります。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） これは当然、稲田課長の即、この質問に対する答弁は今の回答になる

と思いますのでそれは結構です。ただ、予算委員会でこういうこの問題について質疑があった

よということを念頭にいただいて、担当課としても全国の例、千葉県内の例とお調べいただき

まして。あと、１つの例として、ご両親が事故で亡くなりましておじいちゃん、おばあちゃん

が中学生２人を育てています。そのかたも給食費の負担、たいへんです。高齢者、８０歳近い

かたです。準要保護のことをたぶん教育委員から何か教えてあげたと思います。私もこういう

制度があるんですよと言いました。でも、自分達が生きている限りは孫の学校の義務教育だけ

は頑張って払うよって。給食費もたぶん完納しています。でも、その思いはたいへんだったと

思いますが、これが準要保護制度でなくて無料化になっていたらいいなって本当に思ったもの

ですから、そういう家庭の現状もある。本当に払えるのに払わない人もいるでしょう、でもそ

れを言っていたらきりがないので。やっぱりここでは義務教育ということで給食費も教育の一

環としての無料化を目指して栄町も取り組んでほしい、平成２８年度以降について、というこ

とで終わりにします。 

 それでは再質の質問について再度、これはここでトップ、町長・副町長にお尋ねすることだ

と思いますので。何かそのことで稲田課長、担当課長のほうからありましたらどうぞ。 

○委員長（染谷茂樹君） 新村財政課長。 

○財政課長（新村政美君） 戸田委員がおっしゃったのは、給食費の無料化の関係だと思いま

すが、本日の総務常任委員会のほうでも非常に財政が厳しいというお話をさせていただきまし

た。財政課長とすれば現在のところ、無料化にできるような状況ではないというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました、その答えは予想されることでしたから。 

 今、新村課長のほうからもお話、答弁ありましたけれども、これは町長・副町長に委ねる問

題も含まれますので、この質問は終わります。 

 次、歳出に移ります。ごめんなさい、歳入で繰入金がありましたね。国保会計の基金、一般

会計からの繰入れ金額ですね。これは先ほど説明をいただきまして厳しい状況だということに

ついての数字的なものは含まれましたけれども。一時、２０年ぐらい前、２５年ぐらい前まで
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３億円ぐらいの基金がありましたね、ずっと。本当に国保会計が千葉県で栄町が２番目に黒字

会計で、基金がきちんと毎年、毎年あの当時で３億円ですから、２５～２６年前までね。そう

いう時代を経ているものですから今、本当に厳しい国保財政は、平成２８年度国保会計予算を

見てもわかりますけれども、それと同時に国保加入者の状況も厳しくなっているという。後期

高齢者医療ができはしましたけれども、今、国保加入者の世帯の財政状況を考えたときに、何

とか国保税の引き下げができないかという観点で常に検討していくのが私達、議員の使命だと

思っておりますので、それには今、基金の残高を見たときには基金残高ではとても引き下げ、

これも無理な話ですので、今後色んな財政的事情がプラスになったときに国保税の引き下げに

ついて、これもさっきの学校給食問題と似てると思いますが、一つの課題として共に当局も私

達議員もしっかりと検討していく課題だと思っておりますので。ただ、そのことについて、国

保税の引き下げについては私達これで議員改選になりますので、本当に４年間この問題にどう

取り組んできたかが問われますので、ぜひ担当課としてこの国保税の引き下げについての見通

しについて、平成２８年度ではどうでしょうか。 

○委員長（染谷茂樹君） 小出健康保険課長。 

○健康保険課長（小出善章君） 先ほど答弁させていただきましたけれども、高齢化に伴って

医療費も増加しております。それから一般会計の繰入れも、一般会計がたいへん厳しい状況で

す。そういう意味から言いますと、現時点で国保税を引き下げるということは無理だという判

断をしております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 先ほど答弁いただきました、予算書５２ページ、休日・夜間診療事業

についてお尋ねします。これは詳しく担当課長のほうから、現在、栄町がお願いしている夜間

救急医療の状況について各年度ごとに受入れ先と金額についてお答えいただきました。それで、

例えば平成２５年度決算頃だと、かなり金額的に現在の何十倍も違うんですが、当時とこの医

療・診療、いわゆる救急診療所を利用した場合の卖価がそんな違ったんですか。たぶん、かか

る率、救急患者として搬送される人数はそんなに変わっていないと思うんですが、何で平成

２４年度、平成２５年度あたりってあんなに高かったんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 小出健康保険課長。 

○健康保険課長（小出善章君） 成田の急病診療所でかなり平成２６年度は高かったんですよ

ね。基本的に３６５日、受診できるような体制とってます。そこには医師も当然張り付きます。

そうすると医療にかかる人が尐なかったら、診療報酬がそれだけ低くなるんです。そうすると

その分が赤字になりますので、要するに平成２６年度は患者数が尐なかったということが言え

るんだと思います。ですからこれは年度によって、受診する人数によって負担割合が変わって

いきます。ですから予測としてだいたいこれぐらいだろうということで当初予算はもらさせて
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いただいていますし、実際、平成２６年度はそれだけ尐なかったために負担金が増えていると

いうご理解をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） そうすると、今、現行平成２８年度で予算、不勉強で各年度、全部は

追ってはいないんですけども、そうすると平成２８年度で予算上ではこうなっても、実際には

当時、平成２４年度、平成２５年度の頃と積算方法が違うんですか。夜間診療を、救急医療を

受けた場合の卖価というのは違う計算なんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 小出健康保険課長。 

○健康保険課長（小出善章君） 基本的には各市町の負担の出し方は統一されております。診

療割合、診療者数を人数の割合とそれから人口規模によって人口の割合で、それぞれ計算して

負担金が計算されて請求されております。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） それではわかりました、また卓上にて詳しいことは教えてください。 

 再質に入ります。先ほど答弁いただいた保育問題ですけれども、今、松島委員からも質問が

ありましたし私も再度、類似点もありますけど質問させていただきます。それぞれ、今ある私

立保育園で園児を増やすことを計画してくれてますね。その中で数については復誦しませんが、

各安食保育園もみなみ栄保育園も増やして、それから認定こども園、いよいよ初めて栄町で認

定こども園が設立されるんですけど、それはそれなりに子供たちの帰る時間とか保育の内容、

それから幼稚園と保育園の違いとかありますので、慣れるまでは園の中もたいへんだと思いま

すけど。ただ、そういうふうにして総計でかなりの数を増やしているにもかかわらず、それで

もなおかつ栄町の子どもを預けて働きたいお母さんの数は、それでも足りない、増えていくと

いうことなんですか。確認させてください。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まず、ご質問にありました各施設の定員増の計画につきましては、

町でお願いしているものは、実際はこの数よりも多い数でお願いはしてございます。これは

０歳から４歳児までのお子さまが増えている状況と、みなみ栄保育園ができて、需要が掘り起

こされたのかわからないんですが、非常に定員を超えて入所者を受け入れている状況を鑑みま

して、増をお願いして、まず各法人内でこのくらいは増加をしてもいけるだろうということで

こういう計画をしていただいたというところでございます。そういうことでありますので、町

としましても極力、増えたお子さまの保育が必要な場合は受入れ先を常時、確保していきたい

という願いでこのような計画をするようになってございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） それとあわせて、更に新規事業としてねむの里による小規模法保育事
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業の送迎と、送迎はまた、内容も違いますけれども、再度２歳児の受入れるあれを駅前に作る

わけですよね。そうするとそこでお尋ねしたいんですけれども、それぞれ現行の保育園や認定

こども園を増設するっていう内容と違う点は、保育専門の事業者でないかたが今度、送迎を含

めた２歳児１０名の受入れの小規模託児所を作るということだと、そうするとご承知のように

ねむの里の総事業は障害者の福祉作業所を含めた、障害者のかたたちの働く場を確保する事業

が主というふうに思っているんですが、そうするとこの事業を始めたときには、そのスタッフ

というのは当然、専門の保母、２つの事業やりますね、送迎と小規模託児所２つありますけれ

ども、保育士を配置させますしクリアはされると思います。当たり前ですよね。そこにねむの

里のスタッフ、子どもたちも一緒に参加するんですか。保育すること、赤ちゃんをちょっと見

てあげて。その辺の兼ね合いはどうなんですか。それと、そのスタッフは父母会も一緒に参加

するんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） それではただいまのご質問にお答えします。 

 まず、一つ、前提としまして、こちらの小規模保育事業はあくまでも保育事業でございます

ので、その認可保育園と同じ基準で保育事業を提供するというのが大前提でございます。お話

のありました、現在、ねむの里におきましては障害者の自立支援事業Ｂ型ということで、障害

者のかたの就業支援という形で事業やっておるんですが、法人としてそちらの障害者の自立支

援事業プラス子どものための保育事業を併せて事業実施したいということで今回の、この小規

模保育事業というのはスタートするというお話を聞いております。ですので、計画をお話を聞

いたときに保育士数の確保というのが法人の中でできるのか、あるいは事業の場所をどうする

のかというようなお話を聞いた上で初めて、町のほうとしても、ではお願いしたいということ

でお話したところでございます。その自立支援事業に参加する子どもたちの参加については、

あくまでも例えば保育の補助員ですとかボランティアとしての参加は当然、父母会のかた、あ

るいは保育を受けているかたのご同意というかコンセンサスが取れれば、それはありえるとは

思いますが、そのための事業ではないということをご承知おきいただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 今回、かなりめまぐるしくねむの里の事業が増えて、もう一つ、今の

送迎と小規模保育と、それからもう一つ駅前活性化でカフェですか、同じ隣にカフェを作って

そこでコーヒーとか年配のかたの交流の場みたくなるという話ですね。そうすると同時に平成

２８年度に、３つの事業をされるというのはかなりの力量というか、それで大元の障害の子ど

もたちの今ある仕事、作業所、そういうことを抱えて逆に二兎を追うものはじゃないですけど、

卖年度にそれだけの事業を展開するスタッフと、その辺が、もう町はここで補助金が通れば、

通らなかった場合もあるでしょうけども、１００％じゃないでしょう。その辺でそれだけの事
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業をこなしていけるのか。ここに出ているのはたまたま２つですけど、空き店舗利用でお店も

やりますよね、同年度に。それと結局、本家本元の、障害者が元気で生き生きと暮らせる町、

地域ということが主眼である事業が本当に両立できるのかなというの心配です、善意で心配し

ているんです。どうなんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） それでは順番にお答えをさせていただきます。 

 まず、送迎事業につきましては、あくまでも小規模保育事業がスタートできてから、時期を

ずらして９月から実施するということで、当初、一緒に同時並列でスタートしたときの混乱を

避けるのも含めてそういう計画になっているということでございます。 

 もう一つ、同法人が、隣にありますレストランにつきましては、お話を聞いたところ、これ

は現在、ねむの木レストラン等をやっております。あと、工房幹ですか。和田地区にございま

す。これは障害者の自立支援事業Ｂ型ということで、職業訓練をしながら社会へ進出するとい

うことのステップのための事業でございますが、駅前レストランにつきましてもこの事業所の

指定を取ることを前提に進めておりますので、障害者のかたの就労支援については、このレス

トランが主体になるというようなお話を聞いてございます。全て、数ヶ月ずつ時期をずらしま

してやられるということですので、初期の段階の、初めての事業の部分も保育事業はございま

すが、その辺も町のほうでしっかりみていきながらやっていっていただければと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） たまたま時期が同じ平成２８年度っていうことで、そういう意味では

すごい頑張っているんだなという感はあるんですけども、その代わりにやっぱり、レストラン

とかそういうことはある程度こちらでノウハウ、町内にありますからある程度のノウハウ、経

営のノウハウとかは分かってると思うんですが、新規事業が同年度に２つ入るってことに対す

る、本当に町も採算のきめ細かな指導と援助をされるんだと思いますけれども。一つ、これだ

けの大事業を展開するに当たって、これはＮＰＯ法人ですから、当然法人会ですから理事会と

か父母会とかの周知とか了承とか、了承っていうのはいらないのかしら、わからないんですが、

要するに当然、理事会、それから父母会とかの周知徹底は当然、されているんですよね。町も

それは周知してるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） まず、法人会の方々への周知については、これはあくまでも法人

内部のことでございますので、町が直接そういうことはできないと考えております。そのため、

こちらのお話を具体化する前に、一忚、法人の代表には法人内の手続きで了承を得た上で最終

的な判断を町にお寄せくださいという形では指導した経緯がございます。 
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○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 何回も申し上げますけれども、内容的には本当に必要としている事柄

ですし、前向きに考えたら栄町も画期的な事業を行うことになるんだと思いますけれども、で

も卖年度ということで、本当に慎重に、ことを成功させるためのご指導と行き届いた目を注い

でいただきたいし、大変だなと。それとあと、事業が送迎は保育園事業にならないんですね。

まちづくり、交付金が全然違うんじゃ、それは大丈夫なんですよね。なので、保育の送迎でも

国庫補助金の関係でそれは大丈夫なんですか、送迎は。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） 先ほどの前段のご質問にありましたとおり、現在の栄町の事業で

は国庫補助金の子ども・子育て支援事業の事業の採択要件には届かないという現実がございま

す。そのため、交付金を活用して事業を早く始めたいということで今回、計上させていただい

ております。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、戸田委員の通告に対する質疑を終わります。 

以上で、通告に伴う質疑を終わります。 

これより、通告以外の質疑を許します。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） 学校教育課の稲田課長にちょっとお聞きしたいと思います。 

 この中で、予算案のページで、これの外国人英語活用をやっていますけれども、今回の中で

議案の第１４号でしたっけ、外国人の賃金が減額されていますよね。３０万円から２８万円だ

っけ、それと３６万円から３３万円ぐらい。これはまず、何で下げてそれだけの今までどおり

に下がっても大丈夫なのか。そこをちょっと聞きたいんですけれども。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 当初予算案についてのところで言うと１８ページになろうか

と思うんですが、まず今までここで言うと３２番のところですか、外国人英語講師をジェット

プログラムという、語学指導等を行う外国青年招致事業という国の地方交付税です、全額出る

んですが、その事業で講師を呼びます。そのかたを中学校の英語の先生の助手に付けます。た

だ、このかたについては７月に来日します。という形で、このかたは町の特別職の扱いで月給

が２８万円、１年目。という形でお仕事をしていただきます。平成２７年度まで外国語指導助

手という形で栄中学校に勤めていたかたを小学校にもってきます。そのかたについては、時給

は変わりません。そのままの時給でお勤めいただきます。ただ、中学校の１学期分が空いちゃ

いますので、そのかたに小学校にもお勤めしながら週２日は中学校にも働きに行っていただく

という形になります。これまで小学校で働いていた国際理解指導員というかたいるんですけど
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も、その方々はネイティブな英語を話すかたを雇うということで無くしました。差引きでそう

いう形でなっています。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） そうすると、今回、議案に出ている減額分というのは、途中から入っ

てくるから減額されたのと、中学校から小学校に移した差額分で減額された。ちょっと違うん

じゃないんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） まず、ジェットプログラムというような中で、今回、新し

い英語教員を呼びましょうという中で、月額の金額がそもそも下がるということです。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） 最初から違うわけだ。 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） そうです、卖価が違うというか月額の金額がもう違うよと

いうことで、特別職のほうの報酬関係が下がるという形でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） 要するに今回、最初から安いわけだ。 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） そうです。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） ではそうすれば、今までとやることは一緒で、最初から給料が安いと

いうことだけで、そういうふうに理解して良いわけですね。 

○委員長（染谷茂樹君） 長﨑総務課長。 

○参事兼総務課長（長﨑光男君） そういうふうに私は理解しています。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） オッケーです。 

○委員長（染谷茂樹君） 他に質疑はありますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） 国民健康保険税のところなんですけども、１１３ページです。そこの

中で医療費適正化対策事業というところで、前年度より約４００万円ぐらい多くなってるんで

すけども、その要因というのは何があるんですか。これはシステムとかそういう委託だとかが

あるので、その辺が増えたということでよろしいんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 小出健康保険課長。 

○健康保険課長（小出善章君） 電算委託の処理の部分が、２６７万７,０００円がこちらへ

入ってきた、他から入ってきたということです。 
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○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました、それだけです。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 今、町は自主財源確保ということで、ふるさと忚援基金なんかも

２,０００万円ですか、目標集めようとしている、たいへん頑張っている中で、教育の分野で

ちょっとお伺いしたいんです。というのは、私たちとか皆さん子どもの頃は学校とか地域とか

ＰＴＡで、例えばベルマーク運動なんかをやって、学校で使う備品とかボールとか何とかを買

っていたような記憶があるんですけども、栄町においては今、そういうのはどうなっているん

でしょうか。 

○委員長（染谷茂樹君） 稲田学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田亮浩君） 基本的に小学校はやっておるんではないかと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 申し訳ありません、事前にお話しておけばよかったと思いまして。私

が何でこれを入れたかというと、全額町費で手当てするのも、そういうふうにやっております

けども、ちょっと教育予算の一部でも地域とか学校とかＰＴＡで努力して、例えばベルマーク

とかグリーンマークとか、プリンターのインクカートリッジですか、ああいうのもあると思う

ので、そういうのも各学校などＰＴＡなどで努力していただいて集めてもらって、備品に代え

てやるのも、町も一所懸命頑張っているんですから、そういうふうに各小・中学校に教育委員

会からお願いするのも、ちょっとは町財政に寄与することになるんじゃないかと考えました。

ご検討の程、お願いしたいと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 山田委員。 

○委員（山田真幸君） 総合事業でお聞きしたいんですけど、平成２８年度当初予算案のほう

です、３１ページ、生活支援体制整備事業なんですが、生活支援コーディネーターの配置とい

うのは６７５万７,０００円でしたね。次、高齢者生活支援団体連絡会、この辺の実は意味合

いというものを知りたいというか、たぶん、よくわからないので勉強会をするということかな

という、どっちかといえば協議体というほうが重要な役目を果たしてて、協議体の中に入るに

は、この生活支援団体連絡会の中から何人か出したいんだけどもなかなか人材がいないから、

勉強会をやろうかっていうその辺の意味合いがあるのかなっていうふうには感じてるんですが、

いかがですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 埜嵜福祉課長。 

○福祉課長（埜嵜久雄君） ただ今のご質問でございますが、連絡会につきましては基本的に

はご質問にあったとおり、知識の向上をお互いにしておかないと、協議体になったときにかな

り、例えば事業卖価ですとか色々相談をさせていただくレベルまでお互いに理解していないと

いけないということで、そちらは専門科のかたを呼んだり資料代ですね、そちらを考えておる
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ところです。協議体になりますとそれこそご質問にあったとおり、細かいことを協議する場に

なりますので、当然そちらも年４回の予定でございますが、開催することで今、準備をしてい

るところでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 山田委員。 

○委員（山田真幸君） 実はですね、協議体４回やって連絡協議、ここにあるのが生活支援団

体連絡会、わからない人たちの集まりだから、実はこっち８回位やってどんどん、１ヶ月に

１回くらいやらないと追いつかないんじゃないかという、そういう意味で今、申し上げました。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 他に、質疑ございませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○委員長（染谷茂樹君） 他に質疑がございませんので、これで教育民生常任委員会所管事項

の審査を終わります。 

執行部の皆さま、ご苦労さまでした。 

次は、明日午前１０時から、経済建設常任委員会所管事項の審査を行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉  会 

○委員長（染谷茂樹君） これで本日の会議を閉じます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後３時３５分  閉会 
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予 算 審 査 特 別 委 員 会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

平成２８年３月４日（金曜日）午前１０時００分 開議 

 

日程第１ 議案第２７号 平成２８年度栄町一般会計予算 

議案第２８号 平成２８年度栄町国民健康保険特別会計予算 

議案第２９号 平成２８年度栄町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第３０号 平成２８年度栄町介護保健特別会計予算 

議案第３１号 平成２８年度栄町公共下水道事業特別会計予算 

議案第３２号 平成２８年度栄町矢口工業団地拡張事業特別会計予算 
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●経済建設常任委員会所管事項 

 

出席委員（１２名） 

委 員 長  染 谷 茂 樹 君     副委員長  橋 本   浩 君 

委  員  菅 原 洋 之 君     委  員  大 野 徹 夫 君 

委  員  金 島 秀 夫 君     委  員  藤 村   勉 君 

委  員  松 島 一 夫 君     委  員  山 田 真 幸 君 

委  員  野 田 泰 博 君     委  員  高 萩 初 枝 君 

委  員  戸 田 栄 子 君     委  員  大 野   博 君 

 

欠席議員 

   な   し 

 

出席委員外議員（１名） 

   議  長  大 澤 義 和 君 

 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

参事兼総務課長  長 﨑 光 男 君   財 政 課 長  新 村 政 美 君    

環 境 課 長  池 田   誠 君   建 設 課 長  早 野   徹 君 

まちづくり課長  木 村 達 也 君   下 水 道 課 長  西 城   猛 君 

産 業 課 長  湯 原 国 夫 君    

 

 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議会事務局 

事 務 局 長  鈴 木 正 巳 君   書 記  野 平   薫 君 
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午前１０時００分 開議 

◎ 開  会  

○委員長（染谷茂樹君） おはようございます。直ちに、本日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 開  議  

○委員長（染谷茂樹君） 本日は、経済建設常任委員会の所管であります、環境課、建設課、

下水道課、まちづくり課、産業課及び農業委員会の関係事項について審査いたします。ここで、

執行部の皆さんにお願いいたします。 

答弁は的確かつ簡潔にお願いいたします。それでは、質疑通告順に従い、委員ごとに質疑を行

います。 

初めに、通告１番、高萩初枝委員の質疑通告に対し、一括答弁を求めます。池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） それでは予算書のページ５７ページから５８ページになります。 

事業内容と２８年度の減量目標についてお答えしたいと思います。  

はじめに、平成２８年度の事業内容としては、廃棄物資源化対策事業としまして、予算額

７０７万８,０００円を計上しております。主な内容としては、集団回収運動奨励金として、

６２９万６,０００円、鉄製品品目回収奨励金として１２万８,０００円、ガラス・陶磁器品目

回収奨励金として１２万８,０００円を計上しております。なお、集団回収奨励金につきまし

ては、平成２８年度より卖価を３円から４円に引き上げております。 

続きまして、廃棄物排出抑制推進事業としまして、予算額３８８万２,０００円を計上して

おります。 

主な内容としては、１つとして、消耗品費１５０万円、これは、ＥＭ容器の購入、ＥＭボカ

シ飼料の購入、とうもろこし袋の購入などです。 

２つとして、生ごみ収集運搬処理委託５１万７,０００円、これは、とうもろこし袋による

回収運搬処理費です。 

３つとして、剪定枝・雑草等拠点回収費としてごみ減量のためのモデル事業の委託費として

１４５万８,０００円を計上しております。平成２７年度当初は３ヶ月間の回収でしたが、平

成２８年度は６ヶ月間の回収とするものでございます。 

次に平成２８年度の減量目標ですが、町は、栄町ごみ減量化推進計画により、平成３５年度

までに１人１日当たりの排出量の減量グラムを４３０グラムを目標としており、平成２６年度

では、１人１日当たりの排出量が５４６グラム、平成２７年度が約５２９グラムと推測され、

基本計画の平成２８年度の１人１日当たりの排出量が５０９グラムでありますことから、約

２０グラムの減量目標としております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、高萩委員の再質疑を許します。高萩委員。 
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○委員（高萩初枝君） 答弁ありがとうございます。簡卖におうかがいいたします。１つ目に

ついては、集団回収なんですが、平成２８年度から町としても回収団体とか、より回収量をも

っと増やしたいという目的だと思うんですが、奨励金が１円アップということで。ありがとう

ございます。これについて具体的に回収団体の件でございます。平成２７年度と比べ平成

２８年度、まだ全地域、回収団体登録にはなっていないと思うんですが、この辺は平成２８年

度どういうようにされるお考えがございますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） ただいま高萩委員のほうからご質問のありましたことにお答えし

たいと思います。平成２７年度におきましては、現在２４地区の団体、自治会であったり老人

会であったり、ＰＴＡ、２４団体の登録をしていただいております。今、私どものほうとして

は、自治会でいいますと、あと１４団体、旧北辺田方面、布鎌方面、あと旧の安食のほうがま

だ、ＰＴＡという団体では協力していただいているんですが、自治会として登録されていない

ところがありますので、そのところ約１０団体ぐらいを目標に増やしていきたいと考えており

ます。あともう一つは、さきほど言いました２４団体の方々がまだ部分的に、今、紙類、布類、

金属類、ガラス・陶磁器類ってこの大きいくくりとして４くくりあるんですけど、今、２４団

体のかたが全てその４項目を登録しているわけではありませんので。なるべく４項目を各団体

にお願いしたいというのと、まだ半年に１回の回収とかっていうところもありますので、それ

をもうちょっと短いスパンで回収、もっと協力していいただくようなという形で、今、考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 私が気になっていましたのは、資料を見せていただいたときに、これ

まで回収団体で登録してくれていたところがごっそり辞めちゃってる、そういうあれを見まし

たもので、あら、これはいったいどうしたことかと。町の目指している方向とは正反対で、地

域とか回収団体のほうに何ら理由があって回収に協力できなくなったんじゃないかなと思って。

その辺の手立てはとられておりますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 地区的にはというか団体で今回、大きく減ってしまったのは学校

の子ども会が無くなってしまったこと、それが大きい。その子ども会は、極端に言いますと地

先まで回収しに今まで行っていたんです。ですから皆さん、住民のかたがどこかの集積所に持

って行かなくても回収してくれたという実態があります。それにつきましてはうちのほうは、

そういうふうに個々には回収できませんので、今現在、使っている集積所などを利用して今ま

でどおり、そういう形で曜日を決めていただいて、資源回収に協力をお願いしていただきたい

ということで今、区長さん方にはそういうお話をしながら今、進めているところでございます。 
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以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） あと、集団回収についてはこれまでも一般質問の中で、平成２８年度

から硬質プラスチックなどの回収を品目拡大で入れたいというような、そういう答弁があった

ように思いますが、それについてはどうですか、平成２８年度は。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） それにつきましては、今、栄町の業者でもあり、この辺の実際に

やっている団体とも調査したんですが、やはりこの栄町規模、２万人規模ですと、硬質プラス

チックを廃棄するまでちょっとどうしても業者の経費がかなりかかってしまって、まだ平成

２８年度はそれはちょっと難しいというふうに考えております。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ある程度、議会で硬質プラスチックも品目拡大に入れる方向だって答

弁が出ておりましたので、私、平成２８年度はもう、これもおやりになるのかなと思い込んで

おりました。けど業者の関係もありますので。その分、今、回収しているガラスとか陶磁器、

鉄、布とかカンとか紙類を資源ごみとか出すのではなくて、こっちのほうに出していただくこ

とが町財政への寄与にもなるということで。了解しました。 

 それから生ごみの資源化というか減量化、モデル事業として平成２７年度は２地区でとうも

ろこしの袋による回収とＥＭやられて、ある程度、効果が出ていると思うんですが、その中で

課題も寄せられていたと思うんです。その課題に対して平成２８年度はどのように手当される

用意がありますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） それでは今、ご質問の、私どもとしては２地区ございます。１地

区につきましては安食台で実施していただいています生ごみの袋、俗に言うとうもろこし袋で、

溶けてしまう袋を配りまして、それをやっていただいているところ、５０世帯のかた。その中

では実際のところ、ただ分別していただければいいだけなんですが、まだまだ分別の徹底が完

全にされていないということで、他の異物が入ってきてしまっているということで、それにつ

きましては今後も引き続き町のほうで分別講習会の徹底ということで、またそれを、その地区

重点的にやらさしていただきたいと思ってますが、そういう形で対忚していきたいと思ってい

ます。 

 続きまして、ＥＭ容器によるモデル地区でございますが、これにつきましてはやはり１年間

を通じてＥＭ容器で堆肥化、自分の宅内の中でＥＭの堆肥化するのが非常に難しいというかた

がアンケートの中でもありました。それにつきましては今年度、町有地を利用しまして有機肥

料を作るというか、そこにＥＭの容器に入れたものを持ってきて有機肥料を作るということを、 

やっぱりこれもモデル的に平成２８年度から実施していきたいと考えております。 
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以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） ということは、要するにとうもろこしの袋とかＥＭのモデル事業につ

いて平成２７年度に出された課題は、平成２８年度解決する方向で、もう進んでいるというこ

とですね。わかりました。 

 引き続きおうかがいしたいんですが、私、ごみの減量化とか資源化に対していつも言うのは、

実践部隊としての廃棄物減量等推進委員の活動についてなんですが、平成２８年度、具体的に

減量推進委員が特にこういう面を力入れて、地域で活動したいというようなそういうの出され

ておりましたらおうかがいしたいと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 特別なことをやる計画は考えておりません。ただ、今年度、色々

他市町村の状況とかそういうものを私どもも色んな形で資料収集いたしまして、元に、原点に、

水切りと分別の徹底のなにものでもない、ごみの減量は。ということで、私どもで今、考えて

いるのは、来年度はごみ減量推進員が各地区におりますので、１回以上は必ず地区でごみ減量

分別講習会をしてもらうと。うちのほうが仕掛けるんじゃなくて減量員に仕掛けてもらって、

うちのほうはアドバイザーで行くというような形で今、考えております。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） この減量推進員の活動については、平成２７年度、私の住んでいる竜

角寺台でも率先して独自に動く姿がちらほら、住民の中に見えております。そういうのもあり

まして、減量推進員の活動が目に見えるようになればごみのことについて困ったこととか何か、

荒らされるとか色んな点、減量推進員がすぐ対忚すればすぐ決着つくわけなのでよろしくお願

いします。 

 それとあわせましてちょっと気になったのが、例えば竜角寺台の減量推進員が地域で講習会

を平成２７年度、開きました。それについてなんですが、できれば町も支援したいとおっしゃ

ってますけども、その場には必ず町の職員が出向いて講習会の援助をしたり、地域の住民の皆

さんの生の声を聞くのも大事ではないかと思いますので、お仕事多忙かもしれませんけどもそ

ういう方向でしていただけると助かります。よろしくお願いします。 

 これで終わります。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、高萩委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告２番、松島一夫委員の質疑通告に対し、一括答弁を求めます。湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） それでは産業課のほうですけれども、予算書の６２ページ、生活

基盤整備事業の中の土地改良施設維持管理適正化事業補助金の内容ということについて、申し

上げます。土地改良施設維持管理適正化補助金につきましては、これは、栄町の各土地改良区

が行う、農業用施設を維持するための工事等にかかる経費の３割を補助金として交付するもの 
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です。平成２８年度につきましては、４土地改良区において行う排水路の整備工事、また、

２土地改良区において行う機場等の設備工事に関するもので、その補助金の合計が

１,２２８万４,０００円ということになります。その内訳ですが、まず排水路の整備工事の

４土地改良区については、全て排水路の泥上げ工事になりますが、土地改良区が負担する額に

対し、その３割分として申し上げますと、和田他四大字土地改良区が１３４万円、北辺田矢口

土地改良区が６０万円、成田北部土地改良区が６５万４,０００円、出津土地改良区が１２万

円、单四大字土地改良区が４５万円となっております。 

次に、機場等の設備工事の２土地改良区につきましては、請方他七大字土地改良区の排水機

場のポンプ更新等で、８４万円、また、单四大字土地改良区におけるストックマネジメント事

業、いわゆる長寿命化事業でございますが、これで８２８万円となっております。この事業に

つきましては、国庫補助事業で、老朽化した排水機場を複数年にわたって更新するというもの

で、平成２８年度につきましてはポンプ設備、沈殿地及び排水路の整備を行うものでございま

す。 

以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） それでは、私からは予算書６７ページ、道路舗装修繕工事の内容

についてご説明いたします。始めに、主な事業の資料１５ページ、２５番の事業なんですけど

も、ここに事業の内容で２２路線とありますが、２２カ所２９路線ということで訂正をお願い

します。２５番、道路舗装修繕事業の下から２行目、事業内容（１）道路修繕工事２２路線と

ありますが、これは２２カ所２９路線で訂正をお願いします、すみません。 

それでは内容についてご説明いたします。この事業は、社会資本整備総合交付金を活用し、

工事費として１億５,５５３万２,０００円を計上させていただき、町道１００４号線外２８路

線、延長約６,７００メートルの道路舗装の修繕を実施する予定でございます。なお、国費は

事業費の５５％となっています。 

 それでは、平成２８年度に予定している事業について、地区ごとに申し上げます。安食地区、

７路線で約１,８００メートル、安食台地区、３路線で約５００メートル、北辺田地区、５路

線で約１,０００メートル、酒直地区、５路線で約１,２００メートル、竜角寺台地区、４路線

で約４００メートル、布鎌地区、６路線で約１,８００メートル、以上、合計で６,７００メー

トルの舗装修繕を予定しております。 

簡卖ですが、以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、松島委員の再質疑を許します。松島委員。 

○委員（松島一夫君） はじめに、その土地改良のほうでございますが、確認させていただき

たいのは、ストックマネジメントという横文字は、長寿命化と訳すものでよろしいんですか。

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 
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○産業課長（湯原国夫君） 事業名称はストックマネジメント事業という補助金名なんですけ

れども、それをサブネームってことではないんですけど長寿命化という形になります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 一番大きい数字が单の改良区のポンプの工事ということなんですが、

これは今あるポンプを全く新しいものに、そっくり付け替えるということでよろしいんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） ポンプを更新するという形になります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 更新というのは、通常の私たちの言葉で言うと新しいものに変えると

いうことでよろしいんですよね。何カ年かに渡ってというふうなことをおっしゃいましたが、

今回このポンプや沈殿地、排水路で８２８万円出ますけれども、これから何年かの間に継続し

て別な長寿命化というものがなされていくということですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） この单地区につきましては５カ年事業という形で、平成２６年度

から始まっています。平成２６年度が地質調査、今年度が全体設計をやりまして、来年度から

実際の設備のほうに入ってくるんですけれども、平成２８年度が沈殿地、排水路とか先ほど言

いましたポンプの工事になります。 

 次に、平成２９年度が上屋の工事とか、またこちらもポンプになりますけどもそちらの工事、

今の予定ですとこちらが事業費として８,３００万円ほど。それと最終年度が平成３０年度で、

こちらが調圧水槽等？  で２,４００万円ほどでございます。５年間で長寿命化の施設改修

にするという形になっております。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） そうすると、この８,３００万円とか２,４００万円とかというのは、

総事業費ということでよろしいんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） はい、総事業費が今年度は９,２００万円になります。その他に

国・県の補助金がありまして、地元負担がありまして、それを除いて地元負担の３割という形

の金額になります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 平成２９年度に、平成３０年度にかかってくる分もやはりその３０％

の補助というのが出されるということでよろしいんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） この平成２８年度分についてもこれから申請するわけで、まだ決

定はしていませんけれども、一忚、決定される方向で決まり、平成２９年度、平成３０年度も 



 

６７ 

 

同じような補助事業というような形で進んでいきます。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 結局、トータルとして、この单改良区のポンプ等の事業は、総額いく

らで、地元負担の３割以内だからどのくらいの補助金、総額は出てくるということなんですか、

平成２６年度から５年間、全部トータルした場合です。 

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） 総事業費の概算では、今、出ております。それが先ほど言った平

成２６年度から平成３０年度までで、２億１,３６８万５,０００円です。このうち補助金とか

何かがありますので、そこの細かい内訳はいま持ってはないんですけれども、先ほど言いまし

た２億１,３６８万５,０００円のうち、国・県補助金を除いて地元負担の３割分を合計したも

のが町負担という形になります。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 総額２億１,３６８万５,０００円の事業費があると。そこから国・県

補助金が出てくる、残ったのが地元負担であると。そのうちの３０％以内が補助になるという

計算なわけですね。 

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） そういうことです。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） では、この件、了解いたしましたが、今年度はこの８２８万円出てく

ると。継続して今年度で３年目になりますから、ここまで補助が出てきて４年目、５年目にな

くなるということっていうのは、常識的に考えなくてよろしいですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 湯原産業課長。 

○産業課長（湯原国夫君） それは無いと考えていただいて大丈夫だと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 了解いたしました。土地改良の件オッケーです。 

 次、道路の件ですけれども、２２カ所、２９路線というのは、２２カ所プラス２９路線とい

うことなんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） １カ所で路線がまたがる箇所がありありますので、１カ所で例え

ば２路線とか３路線が入ってくるということで２２カ所という表示です。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） ということは、２２件の工事をやると、そういうことですね。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） そうです。 
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○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 何とか地区、かんとか地区って言われましたけれども、身近なところ

でおたずねしたいんですが、布鎌地区は６路線、さっき安食７、安食台３、北辺田５、酒直５、

竜角寺台４、布鎌６というふうに私のところでメモしてあるんですが、この数字合ってますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） 地区ごとで説明しましたのでこの数字なんですが、１路線で、例

えば１００４号線ですと北辺田地区と矢口地区とか地区をまたがる路線もありますので、地区

ごとで表示しますとこの数字です。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 身近なところでおたずねしたいんですが、布鎌の６路線ってどの辺な

んですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） 布鎌６路線は、箇所的には５になるんですが、印旛排水機場の和

田地先、利根川から和田に抜ける瓦屋のところの手前のところの路線で２カ所、曽根で１カ所、

单から西にかけて２カ所あります。５カ所なんですが６路線ということです。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） １点確認。請方土地改良区で基盤整備やった部分の道路って全部町道

になっているですか、それとも改良区の持ち物っての、まだ残っているんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） 私の知るところでは、全部町になっていると思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 松島委員。 

○委員（松島一夫君） 非常に舗装率、悪いですね。 

 終わります。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、松島委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告３番、菅原洋之委員の質疑通告に対し、答弁を求めます。池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） それでは予算書で５８ページ、生ごみ収集運搬処理委託及び選定

枝・雑草等拠点回収委託が、昨年度より上がっているがその要因はということについてご説明

したいと思います。 

今年度、生ごみの堆肥化モデル事業として、安食台３丁目５０世帯のごみ集積所６カ所の生

ごみ収集運搬処理を実施いたしました。その予算としては４７万２,０００円になっておりま

す。平成２８年度につきましては、８０世帯、１０カ所の生ごみ収集運搬処理を実施する予定

にしておりますことから、予算額５１万７,０００円となり増額となっております。 

続きまして、剪定枝・雑草等拠点回収につきましても、平成２７年度は当初、春の剪定時期

５月から７月までの３ヶ月を見込んでおり、それが７４万６,０００円、その後、補正により 
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まして５ヶ月間の開始を実施してきました。平成２８年度は当初より、春の剪定時期５月から

７月並びに秋の剪定時期１０月から１２月の計６ヶ月間を実施する予定でおりますことから、

これにつきましても７４万６,０００円から１４５万８,０００円と、７１万２,０００円の増

額となっております。 

 以上で説明とさせていただきます。 

○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、菅原委員の再質疑を許します。菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） ありがとうございます。住民のかたから剪定枝、雑草等の回収という

ところで、年間をとおして本来やっていただきたいという要望が多々きているんです。でも、

昨年５月から７月というところを、また１０月から１２月やっていただいて、今年度もそうい

うふうにやっていただくというところでこれだけ増えていくというのはわかりました。それと、

生ごみ回収のところと、またＥＭのところも今年度、世帯数が増えていると思うんです。約

３０世帯くらい増えているんですが、そこのところで今年度、平成２７年度に生ごみ回収とＥ

Ｍのほう５０世帯ずつでモデルのかたを選んで抽出してやっていただいたんですけども、その

人も含めて８０世帯なんですか。それとも、逆にその人たちはそのまま自分達で継続してもら

って、他に８０世帯を選ぶんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 今のご質問に対してお答えしたいと思います。今、議員がおっし

ゃったように平成２７年度、５０世帯の方々につきましてはそのまま継続、うちのほうのモデ

ル事業の枞の中で５０世帯はそのまま継続していただくようになります。新たに３０世帯のか

たをプラスアルファで８０世帯ということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） 生ごみのぼかしのほうも、やはり失敗しちゃったとかそういうかたも

いらっしゃると思うんですけど、そういうかたも、またやっていただけるように働きはかけて

るんですよね。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） それにつきましては、町のほうでも、もう一度アンケート等をと

りまして、いま実態数を把握しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） それとこの生ごみ回収とＥＭのほうですよね、そこでどれくらい減量

ができたのかなっていうあれはありますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） それでは、生ごみ、生分解性のモデル事業のほうにつきましては、 



 

７０ 

 

７ヶ月間で約２.７７トンの回収になってございます。 ＥＭのモデル事業につきましては

４.５５トンということで、ＥＭ容器のほうのかたにつきましては、若干のばらつきはありま

すけれども、皆様方のご協力によりましてアンケートをとりまして、だいたい１世帯あたりこ

のぐらい出るよということで推定の数量になっております。ですから合計で７.３トンぐらい

です。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） この７.３トンぐらいって、変な話、あっちのごみ集積場に持って行

くときのかかる経費として、どれぐらいの経費がかかるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 本当にざっくりなんですが、クリーンセンターに持っていきます

と、１キログラム２６円になっておりますので、１９０万円ぐらいの減額にはなっております。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） それは運搬費とかも含めないで、そのこところだけですよね。運搬費

を入れると、またちょっと変わってくるわけですよね。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 細かく言っていくと、そういうふうになります。ただ、持ちこめ

ば、２６円かかる、向こうに入れればということですので。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました。あと、剪定枝のほうもだいたいどれぐらいの年間で出

てきて、どれぐらいのあれっていうのも積算できますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 剪定枝につきましては、５ヶ月間２カ所を実施させていただきま

して、約１２１トンの減量になっております。あと、先ほどのように、もしこれをクリーンセ

ンターに持って行ったとしますと、約３１４万６,０００円かかっておりましたが、その分が

負担がなくなったということでございます。   

 ただその代わり、それにかかるコンテナボックスとかそういう費用がかかってますので、卖

純に３百何十万円が減ったということではございません。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 菅原委員。 

○委員（菅原洋之君） わかりました、了解しました。またそのごみ減量というところで頑張

っていただきたいと思います。よろしくお願いします。終わりです。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、菅原委員の通告に対する質疑を終わります。 

次に、通告４番、戸田栄子委員の質疑通告に対し、一括答弁を求めます。池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） それでは予算書５８ページ、５９ページとなります。平成２７年 
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度における取り組みの問題点と成果をふまえ、平成２８年度における新たな取りくみ及び予算

の内容についてご説明いたします。 

全体的に、平成２７年度で成果が生じているものにつきましては、予算を充実させておりま

す。平成２８年度における新たな取り組みということでございますが、はじめに、廃棄物資源

化対策事業としまして、予算額７０７万８,０００円を計上しております。主な内容といたし

ましては、集団回収運動奨励金として、６２９万６,０００円、鉄製品品目回収奨励金として

１２万８,０００円、ガラス・陶磁器品目回収奨励金として１２万８,０００円を計上しており

ます。なお、先ほどもお答えしたんですが、集団回収奨励金につきましては、平成２８年度よ

り卖価を３円から４円に引き上げております。 

 続きまして、廃棄物排出抑制推進事業としまして、予算額３８８万２,０００円を計上して

おります。 

主な内容としては、平成２７年度から実施しております、生ごみ堆肥化モデル事業の拡大事

業として、１つとして消耗品費１５０万円を計上しております。これは、新規３０世帯分のＥ

Ｍ容器６０個の購入、ＥＭぼかし飼料８０世帯分の購入、とうもろこし袋８０世帯分の購入、

新規に３０世帯を加えた８０世帯分の消耗品などになっております。 

２つとして、生ごみ収集運搬処理委託５１万７,０００円を計上しております。これは、と

うもろこし袋による生ごみ袋の回収運搬処理費で、平成２７年度実施しました６カ所から

１０カ所に増やしたことによります。 

３つとして、剪定枝・雑草等拠点回収委託として１４５万８,０００円を計上しております。 

平成２７年度当初は３ヶ月間の回収でしたが、平成２８年度につきましては、当初から６ヶ月

間の拠点回収を行うものでございます。 

 以上で説明とさせていただきます。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） 予算書６９ページ、記載は７０ページになります、公園の改修の

関係で公園改修工事を行う８公園の場所と内容についてということでご説明いたします。 

この事業は、社会資本整備総合交付金を活用し、予算額２,２５０万円を計上させていただ

き、８公園の遊具等の更新を実施するものです。なお、国費は２分の１になっております。 

 それでは、平成２８年度に計画している８公園の場所と内容につきましてご説明いたします。 

１つとして、高田児童公園のブランコなど、２つとして、道面児童公園の滑り台など、３つと

して、山中児童公園のスプリング遊具、４つとして、安食台第一近隣公園のブランコ、複合遊

具の補修、時計台の設置など、５つとして、田中児童公園のブランコ、６つとして、白山児童

公園の滑り台、ブランコなど、７つとして、竜角寺近隣公園の時計台、８つとして、鍬替児童

公園のブランコ、滑り台などの更新工事を予定しております。 

以上、簡卖ですが説明とさせていただきます。 
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○委員長（染谷茂樹君） 答弁が終わりましたので、戸田委員の再質疑を許します。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） それでは１項目めのごみ減量化対策事業について質問いたします。 

 これは今まで高萩委員からも菅原委員からも質問がありましたことと重複していますので、

内容についてはかなり詳しく、金額や量等、いただきましたので参考にさせていただきながら、

今回、例えば集団回収って言い方おかしいんですけども、ＰＴＡ回収でやっている部分につい

て、金額を１円上げましたよね。それによって、総額、集団回収の成果というか、もし資料あ

りましたら各学校ごとわかりますでしょうか。まず最初にそれを。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 申し訳ありません、ちょっとその資料は持ってこなくて。後で自

席でご説明したいと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました。それでは後でいただくことにしまして、かなりこれは、

私は１つは町の予算を減量するということももちろん大きな効果ですけれども、その他には組

合の炉の痛みを和らげる、組合の炉の延命効果が大きく生じるという問題と、子どもたちの教

育上、本当にごみの減量対策事業は大事な教育の一環だと思ってます。そういう中で、本当に

環境課が頑張っていただいてかなりの成果を上げている、ＰＴＡ回収にも成果を上げていると

いうことで、ぜひ平成２８年度もこの事業を続けながら更なる成果を上げていただくことを期

待して。１つ、ごみ減量推進委員の役割ですけども、とりわけ今、人口が増えていますね、定

住・移住促進含めて。それから地区によってはアパートが本当に多いんです。アパートのかた

は若い人が多いので、逆に指定袋に入れないかたは前よりは本当に尐なくなってきました。け

っこう、それ周知されているのか、一時はすごかった、買い物袋で出す人が多かったんですけ

ども、それはないんですけども、その辺のＰＲとかそれからごみ減量推進委員が袋に入れてな

いかたのために自費で袋を自分の自前を持ってきて入れてたんです。それでものすごいたいへ

ん、ごみ減量推進委員になるのはたいへんだなという気持ちが、周りの人に逆にあれだと。一

面はね。一所懸命やってくれてるんだから出す人も気をつけなくちゃという二面があったんで

す。そういうことですごくたいへんなところが、すごくきれいになった成果は、減量推進委員

の活動、組織的なもの、町の努力もあったと思うんですが。何を言いたいかというと、その推

進委員の活動について各地区のかたの出前講座ですか、そういうのを本当に皆さんも住民のか

たも一緒に参加できるようなシステム作りをやっていっていただくのは、特に前新田地区は問

題が多いので。その辺について答弁いただきたい。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） ただいまの戸田委員からのご質問なんですが、私どもといたしま

しても出前講座ということをお願い、いつでもうちは受けるということで今、言っておるんで

すが、なかなかやはり推進委員のお話を聞きますと、集まらないんですよっていうことを、よ 
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く意見を聞きます。でも我々としては、極端ですけども１人でも２人でもそういうかたがいれ

ば、うちのほうとしてはそういう方々を大事にしていきたいので、土曜日でも日曜日でもやり

ますということは言っておりますので。引き続きそれにつきましては、うちのほう、職員のほ

うでうまく対忚しながらやっていきたいとは考えております。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 本当にこれは、何年も前からそういう形で。でも先ほども言いました

けど、変わりました。実は、うちも主人ですけどもごみ減量推進委員なり手がいないというこ

とで、区長のほうから何とかということで、主人がやった経験がありますけども、それをした

おかげで、だいぶごみ問題に協力的になりまして。そういうことで男性のかたも可能なかたは

入れていただくこと、それとそういう姿を、本当にひどかったんです、くちゃくちゃで。そう

いうの片付けている姿を見て、啓蒙になるし、だいぶ変わりました、１年で。だからそういう

講座的なものも含めながら、そうしたら近所の人もたいへんだということで手伝ってくれてね。

そういう姿が改善に向かったと思うんですけども、ぜひ減量というのはあくまでもごみを家庭

が減らすことと、きれいにして環境を守ること、これから夏場迎えますから。その辺ぜひ、力

入れていただきたいと思います。それからＰＴＡ回収で、後で数字うかがいますけども、課長

のほうから見て全体的に、各町内の学校で本当にがんばってるとかその違いってのはあるんで

しょうか。その辺の大ざっぱな成果について聞かせてください。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） ＰＴＡもだいたい、今ある学校は全て加入していただいておりま

す。しかしながら、ＰＴＡといっても安食小につきましては、ちょっとご説明しますと、俗に

いう一区といっております、上町、台下、辺引、あと二区といっております鷲町、仲町、下町

の全域の地区をまたいで安食小はＰＴＡという名のもとで集団回収になっております。他の学

校につきましては、学校内で出るものとか、子どもたちが多尐、家から持ち寄って出るという

ことでちょっと質が違いますので、その辺も私たちとしては環境学習ということで、学校のほ

うともこれから連携しながら進めていきたいとは考えております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） ごみ減量対策事業については終わりますけれども、やはりＰＴＡ回収

の取組によって、その予算ですね、それはもう学校教育課ですよね、その予算がどういうふう

に使われる、ごめんなさい、認識不足でした。各学校によってもちろん違うと思うんですが、

その成果が大きければ協力しようというＰＴＡの姿と子どもの教育にも反映しますので、その

辺の実情とか踏まえて平成２８年度の取組についてお聞かせください。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 特別、町がどうしろ、こうしろということは言うつもりもありま 
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せん。ですから、ＰＴＡとしてしっかりとそういう地域に出向いていただいて活動していただ

いて、そこで得たものは学校のＰＴＡで使っていただくということで考えておりますので。そ

れは努力すればするなりにそれだけ集団回収費が集まりますので、学校でうまくそのお金を有

効に使っていただければと思っております。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 今、私が教育委員会ですか、って言ったのは、その取組自体は池田課

長のところ、環境課ってわかります。そうでなくてそれによって得た、当然ごみ回収で得ます

よね。その活動の活動費というか回収して得た資金の、奨励金というんですか、奨励金のあれ

については環境課ではどのように聞いていますかということを聞きたかったんです。 

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 特別、内容については聞いておりません。ＰＴＡのほうにお任せ

しております。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） ただ、担当課としても興味があるんじゃないでしょうか。わかりまし

た、結構です。 

 それでは公園管理事業についておうかがいします。これまで担当課長のほうから公園改修工

事の８箇所の内容をお聞かせいただきましたが、この８箇所の修理については、常時点検によ

って発見したものか、それとも地域のほうからあがってきたのか、その点検されるまでの経過

を教えてください。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） この箇所の選定につきましては、平成２５年に長寿命化の点検、

全公園の点検調査を行っておりまして、その判定からきているもの、また住民のかたからの要

望も含めて判断して、優先順位を決めてこの８箇所を設定しております。ただ、あくまでも予

定でして、補助金の月ですとかまた、他の優先順位とかが出てくれば場所とか見直しをせざる

を得ないと思うんですけども、今のところこの８箇所でこの内容で予定しているということで

ございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） いま、課長がご答弁いただいたように総合的な観点からだと思います

が、例えば地域のかたとか利用者のかたから、この平成２８年度予算の中でなくても、これま

で地域からこういうところが危ないよとか、これがゆらゆらしてるとかっていうようなこと、

そういう情報というのはあるんでしょうか。あって、それに対する対忚とかどうしてきました

か。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） 確かに危険な遊具とか、情報はいただいております。そのときの 
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予算で直せるものは直しておりますが、どうしても直せない、経費がかかりすぎる、使用に耐

えられないものについては使用禁止等の処置をもって対忚しています。なるべく現有予算で、

修繕費で直せるものはなるべく直すということで、いずれにしても国費がつきますので。これ

につきましては、今ある施設の更新ということですので、新たなものですとかはなかなかでき

ないんですけれども、今の壊れたものの情報によって直すものについては、できることはその

ときになるべくやるようにしております。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） そういうことで、何かあってからでは困りますし、やはり例の橋げた

とか何かのボルトが落ちてきたとかっていうニュースも昨今、やってましたけども。今、利用

者のほうからもちろん声がかかってくるのと、その点検によってここは危険だというのをキャ

ッチされていると思うんですけれども、本当に子ども達の使うものですので。大人がほとんど

付いてますけども、その辺の点検、定期的には。確認、そういう事業を何ヶ月にいっぺんとか

年に何回は必ずやるとかって規定はあるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） 規定というか点検をしなさいという通達はあります。町としまし

ては、月２回、第２週・第４週の水曜日に公園遊具の点検をするように心がけております。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 心がけている、ですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 早野建設課長。 

○建設課長（早野 徹君） やっています。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 心がけながら実施していただいているということで、確認させていた

だきました。ありがとうございました、ぜひこれからもよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○委員長（染谷茂樹君） これで、戸田委員の通告に対する質疑を終わります。 

以上で、通告に伴う質疑を終わります。 

これより、通告以外の質疑を許します。野田委員。 

○委員（野田泰博君） 環境課のほうにちょっと聞きたいと思います。 

 給食の残渣
ざ ん さ

ってどのくらい出ているんでしょうか。ありますか。  

○委員長（染谷茂樹君） 池田環境課長。 

○環境課長（池田 誠君） 給食の残渣
ざ ん さ

は、確かに数量的にはあります。ただ、今日はその細

かなものは持ってきていないんですが、事業系ということでちゃんと出ております。あとで資

料を。 

○委員長（染谷茂樹君） 他に、質疑はございませんか。戸田委員。 
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○委員（戸田栄子君） 通告外で申し訳ありませんが。下水道課長におたずねします。平成

２８年度では、大事業として水処理施設設備の更新工事がありますよね。これはかなり国庫補

助金もつきますけれども、４億１,６００万円という大事業ですし、下水道が敷かれてから

３３年経過しているんですね。改めてその歴史を振り返らさせていただいたんですが、この工

事、金額的にも大いです。２カ年度にまたがる事業ですので、まず内容等についてお話してく

ださい。 

○委員長（染谷茂樹君） 西城下水道課長。 

○下水道課長（西城 猛君） それでは、まず平成２８年度の当初予算案についてというこの

資料、３３ページをご覧いただきたいと思います。そこに下水道事業の主なものとして掲載を

させていただいております。予算書で申しますと１５４ページ、１６１ページに、予算のほう

に計上させていただいております。それでは内容についてご説明をさせていただきます。 

 継続事業として今回、計画しております、処理場の、これは栄町終末処理場でございますが、

水処理設備汚泥掻寄機及び計装設備の更新ということでございますが、非常に漢字ばっかりで

あれなんですが、須賀にございます終末処理場、汚水をきれいにするための施設でございます

が、水処理施設の汚泥掻寄機といいますと、各地区からの配管で処理場に入りました汚泥、一

番、元の水になりますが、それを大きな円筒形の直径１１メートルございますが、円筒形の筒

のようなものに１回、溜めます。それをゆっくりでございますが、中でかき混ぜております。

グルグル回しながら。それで、軽いものは上に浮く、比重の重いものは下に沈むわけですけど

も、それを上に浮いたものを掻き寄せて水とごみを分離する、掻き寄せるという意味です、掻

き寄せるというのは集めるという意味でございます。それから水の中の深いところ、深さ５メ

ートル近くありますが、その中で今度は重いものを下の配管に入れるために、またグルグル回

しながら重いものを入れて、それを今度は汚泥のほうの水を抜いて排出するわけですけども、

そういう機械がございます。それに伴います電源、本館管理棟に結んでおります通信施設、そ

ういうものがございます。それを今回、更新でございますから新しくするということでござい

ます。供用を開始して３３年経っております。それで、ご覧いただくのが一番いいんですが、

一部の機械が破損し、上の部分が取ってしまった部分もございます。そういうものを今回、全

面的に直させていただきたいと思います。その掻寄機の系統でございますが、まず入ってくる

のが初沈といいます、最初沈殿池、一番悪い最初の水です。それからエアレーションタンク、

その次、終沈、これは最後にきれいな水、また同じように沈めてきれいな水を流すわけですけ

ども、系列が２系統ございます。上から見るとさっき申しました、直径１１メートルの丸いも

のが全部で８つ、そのうちの４つを今回、直させていただきたいという形で考えてございます。 

 それで、継続経費の話をさせていただきたいんですが、非常に総事業費で４億１,６００万

円、大きな金額になります。２年間の長い期間で工事をさせていただきます。機械等の作成と

据え付けで２年を要するということで、継続経費を先ほど予算書の１５４ページでございます 
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か、そちらの継続経費を設定をさせていただいて考えています。特に補助金が５５％、国から

いただくような形になりますが、２年にまたがりますので、私ども全体計画といいまして２年

間の継続経費の設定をさせていただきまして、それを承認をいただいた後に卖年度ずつの補助

金を要求してもらって工事をするというように考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） まだこれから、８つのうち４つを今回あれですよね、この予算では。

２年度で。残りの４つについてはどうするんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 西城下水道課長。 

○下水道課長（西城 猛君） 供用開始当時、まず第一系統としまして４つを供用開始できま

して、その後、第二系統を５年経過した後に供用開始しております。ですから現在の段階でも

５年の作った時期の猶予がございました。現在も２系統のほうは、まだ十分使える部分もござ

いますので、それは今後、修繕も含めながらやりながら、延命をしながら使っていくという形

になります。また、でも今後、長く使いますと、また同じようにこれだけの経費を掛けて施設

を新しくしていくということになろうかと思っています。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 最後もう一つ。そうしたら当然、片肺みたいな感じになる訳ですけど。

かなり公共下水道を利用する区域増えてますよね、当初より。増えている中でこの状況で別に

制限するとかそれはないのか、もちろんないですよね。ただ心配だなと思ったんですが。それ

と普通、３３年、設置してから３３年ですけど、他で公共下水道事業なんかでだいたいそのぐ

らいしてから皆さん、直してらっしゃるんですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 西城下水道課長。 

○下水道課長（西城 猛君） まず、１点目でございます、工事２年間かかるから、その間、

使えなくなるんじゃないかってことでございますが、機械の製造等も１年かけますので、本当

に水を抜いて使わない時期は非常に短うございます。１系列でなんとかできるようにきちんと

計画を立てましてやります。２年間、そのまま使わないってことではないし、１系統でやると

いうことではございません。工事工程、きちんと立てまして、できた段階ですぐ設置という形

を取りたいと思っておりますので。 

 ２つ目でございますが、各更新期間といいますかそれなんですが、機械設備ですと標準の仕

様書というか国の基準ですと約１５年、コンクリートですと６０年、色々な基準がございます。

それに基づきますと、非常に栄町、今回は持たせておるということは事実でございます。ただ

し、非常に壊れている部分もございます。いつ壊れるか全くわかりません。ですからこういう

機会に大きな補助金をいただきまして、一気に直していきたいなというふうに考えています。

今後は修繕をいかにやっていくかが下水道の課題かというふうに考えております。 
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以上でございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） ありがとうございます、勉強になりました。 

○委員長（染谷茂樹君） 他に、質疑ございませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○委員長（染谷茂樹君） 他に質疑がございませんので、これで経済建設常任委員会所管事項

の審査を終わります。執行部の皆様、ご苦労さまです。 

このあと、休憩をはさみまして、１１時２０分より町長、副町長、教育長、総務課長及び財

政課長のご出席をいただき、全体質疑を行います。それでは１１時２０分まで休憩といたしま

す。 

午前１１時０７分 休憩 
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●全体質疑 

 

出席委員（１２名） 

委 員 長  染 谷 茂 樹 君     副委員長  橋 本   浩 君 

委  員  菅 原 洋 之 君     委  員  大 野 徹 夫 君 

委  員  金 島 秀 夫 君     委  員  藤 村   勉 君 

委  員  松 島 一 夫 君     委  員  山 田 真 幸 君 

委  員  野 田 泰 博 君     委  員  高 萩 初 枝 君 

委  員  戸 田 栄 子 君     委  員  大 野   博 君 

 

欠席議員 

   な   し 

 

出席委員外議員（１名） 

   議  長  大 澤 義 和 君 

 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長  岡 田 正 市 君     副 町 長  本 橋   誠 君 

教 育 長  葉 山 幸 雄 君 

参事兼総務課長  長 﨑 光 男 君     財 政 課 長  新 村 政 美 君 

 

 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議会事務局 

事 務 局 長  鈴 木 正 巳 君     書 記  野 平   薫 君 
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午前１１時２０分  再開 

○委員長（染谷茂樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。これより平成２８年度各会計予

算に対する全体質疑を行います。町長、副町長、教育長、総務課長及び財政課長の出席をいた

だきありがとうございます。 

ここで町長からご挨拶をいただきたいと思います。岡田町長。 

○町 長（岡田正市君） ３日間にわたりまして予算審査特別委員会、誠にご苦労さまでござ

いました。また、平成２８年度予算においては歳入減る中で、私どもの職員一丸となって、こ

れ以上しぼれないと、また、これ以上良い予算はないと自信を持って皆様方におはかりしたと

ころでございます。どうかもう一度、ゆっくり予算書を眺めていただいて、今回においては質

問・可決していただけるようお願いを申しあげましてご挨拶とさせていただきます。ご苦労様

でございました。 

○委員長（染谷茂樹君） ありがとうございました。  

ここで委員の皆様に申し上げます。あくまでも平成２８年度予算に対する全体質疑と

し、質疑内容が予算から逸脱しないようにお願いいたします。  

それでは、お聞きしたいことがあればお願いいたします。藤村委員。  

○委員（藤村 勉君） 町長、ただいまの挨拶の中でこれ以上ない予算だということですので、

今回、この予算を立てるに当たって一番町長がこれは、というような、ここの部分はという何

か自分の目玉とするところがあればお願いしたいと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町 長（岡田正市君） 全部、目玉なんでありますけれども、やはり歳入が減るということ

で、平成２７年度予算より１.６％伸びたということは伸ばさざるを得なかったと、そういっ

た部分では地方創生において色々な補助金をいただきましたけれども、それがまたちょっと変

わって、個別には出せないんだというような指示もございまして。そういった中で今、定住促

進・子育てといった部分は今後の栄町にとって大事な部分であろうかと思いますので、その分

においては国の地方創生を除いても卖費でやらざるを得なかったと。これは今年度だけではな

くて、ちょっとあっちのほうに光が見えた状況でございますので、これまでもカットできない

ということで苦労したところだと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 他にありますか。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） 平成２８年度予算の中での大きな特長は、国からの各種色んな活動補

助金を、栄町頑張って取っていただいたこと、これは町長始め副町長、執行部の皆さんのご努

力が多いに生かされていると思うんですけれども、ただ、その中で一つ心配なのは、安食駅前

活性化促進事業の中で地方創生の交付金をいただいてあげている事業、これはある程度、かな

り数もけっこう増えていますので、この辺がクリアできるのかどうか。とりわけ、子供の保育

関係のものも含まれていますし、同年度に事業がけっこう集中して、多分、受けるかたも同じ 
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事業者というような兼ね合いから、その辺は町長はどのようにお考えですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町 長（岡田正市君） 駅前については先ほど申しましたとおり、地方創生の中で個別の補

助金は出さないということでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 本橋副町長。 

○副町長（本橋 誠君） 駅前の活性化については、今回の加速化交付金というので、一忚、

無理矢理、対象にして申請しております。もうそろそろ、その結果が出てくるところでござい

まして、今、それについて期待しているところでございます。もし、これが交付決定を受けら

れないとなりましたら、次は新型交付金というのが平成２８年度ございます。そちらのほうに

振り向けてまた確保を図っていきたいと思っています。 

 ただし、送迎サービスについては、これは町の施策として実施することが大事だと思ってま

すので、２０人になると国の別の、きちんとした補助金がもらえます。それまで一忚、チャレ

ンジとして今言った加速化交付金とか新型交付金として対忚図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） ただいまご答弁いただきまして、当然、大事なことだと思いますしチ

ャレンジする、前向きに取り組むということの大切さは十分わかるんですが、でもたまたま事

業者が同年度に受け持つということの困難さとかその辺は、先ほども言いましたようにその辺

はクリアされるというふうにお考えでしょうか。 

○委員長（染谷茂樹君） 本橋副町長。 

○副町長（本橋 誠君） 確かに、事業者がカフェと小規模保育、あと送迎はまた別のジャン

ルだと思っています。小規模保育とそれについては順調にこれ、まずはやっていただくと。送

迎保育については、逆に言えば事業者にも色々お世話になるわけですけれども、例えば運転手

とか事務のかたとか、そういうかたはこちらのほうとしても一緒になってやっていきたいと思

っていますので、そういった意味だと我々が関与しなきゃいけない部分、事業者のほうが一所

懸命やっていただかなきゃいけない部分、そういったものをうまく調整しながらやっていきた

いと思っています。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） わかりました、ありがとうございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 他にお聞きしたいことはございませんか。山田委員。 

○委員（山田真幸君） 実は福祉のほうで平成２９年４月からの総合事業を平成２８年３月

１日から出発したわけなんですが、やはり２年早く出発した、これは給付の関係なんですが、

そうするとどうしても準備が整わないうちに要支援のかたたちのサービスをどういうふうにす 
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るかということがやっぱり各担当課、町のほうでもちょっと懸念が出てくると思うんですが、

その辺、何かこう、例えばボランティアのかたたちが、事業者はやっぱり利益団体ですから、

色々考えていると思うんですが、ボランティアの団体のかたたちはやはり今まで町に従ってい

こうということでやっておりましたんで、その辺、チラッと予算見たときに、非常に研修の回

数が尐ないなというような感じがいたしました。その辺で町のほうでも心配、僕なんかかなり

心配してるんですが、その懸念材料があってそれをどういうふうにクリアしていくのかという

ことをちょっとお聞きしたいんですが。 

○委員長（染谷茂樹君） 本橋副町長。 

○副町長（本橋 誠君） 確かに前倒しということで、それも逆に言えば議会特別委員会の提

言を受けて前倒ししたというふうな形で、担当課としては非常に苦慮していることだと思って

おります。  

 ただ、大筋は今までと同じような形で当面は進めて参るんですけれども、ただ、今、山田委

員がおっしゃったように地域の方々にどうやって手伝っていただくか、また介入していただく

か、そういったものについてはこれからやっていかなきゃいけない課題だと思ってます。です

から、我々、生活支援コーディネーターというのを１２月に新たに採用して、４月から実際、

活躍していただくんですけども、生活支援コーディネーターだけに頼っちゃいけないんですけ

ども、その辺の生活支援コーディネーターがどういうふうに地域資源といっては申し訳ないん

ですけれども、そういったものを活用できるようにやっていただくか、また、それを見てまた

我々、追加しなきゃいけないことがあれば追加していくというふうな形で、これちょっと弾力

的な考え方でやっていかなきゃいけないというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 他にございませんか。野田委員。 

○委員（野田泰博君） 多分、今の山田委員の質問にちょっとかぶるところはあるんですけど

も、全体的にみてものすごく大きな気配りをした、非常に細かな補助金と予算の編成にはなっ

ていると思います。これはものすごく、今まで見たことないぐらいな細かいもので出来あがっ

ていると私は思っているんです。それに対して今度、一つだけ聞きたいのは、それを遂行する

ときの役場の人材育成というものに関して、何かある目安を持って先に進んでいるというそう

いうポイントから見たら、何かございますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 本橋副町長。 

○副町長（本橋 誠君） 確かに色んな事業をやっていく上においては、また、新たな事業を

行っていくにはそれなりの人材、また、それぞれの職員の能力アップ、そういったものをやっ

ていかなきゃいけないところです。 

 ただ、人の数から言えばまだ酒々井町などと比べて人が多い、職員が多い。そういう中で能

力アップをどうやってしていくか、また専門的知識のあるかたをどうやって活用していくか。 
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例えば任期付採用とか再任用の話もしました。経験のある課長たちを再任用としてうまく使っ

ていく、そういった人の使い方については町長も気を配っていろんな形でやっていくというふ

うな姿勢でございます。特に来年度は県のほうに、いま研修生２人出しております。これを

３人にして若いうちからそういった能力アップを、１年間の研修でございますけれども、人の

尐ないところで３人出すというふうな形で町長も決断しましたので。そういった中で一人ひと

りの能力アップを図っていくというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 野田委員。 

○委員（野田泰博君） もう一つ、やはり予算全体的に見ますと、消防費が予算の中に占める

率というのがけっこう大きくはなっているんですけども、それに対する何かの見通しみたいの

が今後のことに関してはございますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町長（岡田正市君） 当然、私共の卖独消防でございますので、いずれ広域でやりたいとい

うふうに考えておりますので、やはりその広域になったときにかなり差が付いていると、また

栄町とはしないよという話にもなりかねませんので、ある程度、自前でできるものはやってい

こうという姿勢で、災害はいつくるかわかりませんので、それを広域ができるまで待つという

わけにもいきませんので、その辺はやはり苦労したというところでございます。 

○委員長（染谷茂樹君） 野田委員。 

○委員（野田泰博君） それは広域とレベルを合わせる、それはもちろん技術のレベルもそう

ですけども、そういう給与のレベルだとかそういうようなレベルも併せてやっていく、努力を

するということですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町長（岡田正市君） そういった部分においては、例えば広域に向いているほうと、まだ調

整に入っておりませんので、これは今後の課題になろうかというふうに考えています。 

○委員長（染谷茂樹君） 他にございませんか。高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 難しい話が続いておりますので、私は易しい話をちょっと町長にお伺

いしたいと思います。今月号の広報に、百歳おめでとうございますということでこういうふう

な写真が載っております。これは町長が、百歳になられるかたのご家庭を訪問してお声をかけ

て記念品をお渡ししてくるということだと思いますが、今、記念品はどういうものを差し上げ

ているんでしょうか。  

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町長（岡田正市君） ちょっと誤解しているようなところがあって、百歳になった者は内閣

総理大臣表彰ということで県のほうの代理でもっていくだけであって、金杯だか銀杯だかを持

て行くだけであって、９９歳のときに町としては毛布とかそういったものをお渡しするだけで 
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あって、この百歳の場合は国の事業で代理で持って行くだけですので。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 申し訳ありません、何もわからないでちょっと聞いておりますので。 

それで町長、ちょっと町民のかたから、このときは町長が行かれたんでしょうか。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町長（岡田正市君） ２組、行きました。全員には行っておりませんけれども、入院されて

いるかたとか面会したくないというようなかたもおりましたので。全員には行っておりません。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） それで何か、今回、町長ではなくて、町長が公務が入っているという

ことで教育長が何か行かれたと。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町長（岡田正市君） 今年、インフルエンザで療養してるときか。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） それは９９歳でしょうかね、ごめんなさい、よくわからないんですが。

そのときにちょっと訪問されたかたから、いつも会えないとっても偉いかたが家庭に来てくだ

さって、本当に嬉しいと。できたらもうちょっと時間を取ってちょっとお茶飲みながら歓談を

していっていただけると本当にいいんだけど、ということが１点と、もう一つはこういう百歳

おめでとうとか広報に出るときに、私たちもう百歳まで生きられないと思うんですけども、本

当に素晴らしいことだと思います。そういうときに一言、長生きの秘訣でも何かちょっとコメ

ントを載せるようにしてくれたら嬉しいんだけどなと、こういうお声がありますので、すいま

せん。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町長（岡田正市君） これ、各家庭で別々なんですよ。玄関で帰れと言うのもありますし、

中へ上がってお茶でも、という家庭もございまして。その辺は雰囲気を見ながら急いで帰って

くるとか上がるとか。これ、本当なんです。やっぱり家庭に上げたくないということもござい

ますので、これは一概に全員がそうだとは言い切れない。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員。 

○委員（高萩初枝君） 今回、ちょっと私が話した事例は、その家庭は反対で、めったに来て

くれないかたがみえたので、やっぱりちょっとお茶を飲んでいただいて、できたら家族と一緒

にお写真を撮らせていただく時間があったらという、そういうことでした。 

○委員長（染谷茂樹君） 高萩委員に申しあげます。できれば卓上でやってください。高萩委

員。 

○委員（高萩初枝君） 終わりました。遠慮しながら話していました。 

○委員長（染谷茂樹君） 他にお聞きしたいことはございませんか。藤村委員。 
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○委員（藤村 勉君） 教育長、よろしくお願いします。 

 今回、委員会の中でも松島委員も言っていたんですけれども、小学生の能力はだいぶ上がっ

てきている、その成果はだいぶ出てきていると。ただ、それがまだ中学生のところまで到達し

ていないのかなというところなんですけれども。今回、この予算の中で何か問題点とか、この

まま継続していけば上がっていくんだというようなそういうレベルをアップさせる手立てをど

ういうふうに考えていますか。 

○委員長（染谷茂樹君） 葉山教育長。 

○教育長（葉山幸雄君） ご指摘ありがとうございます。小学校は本当、確かに右肩上がりで

学力が付いているというのは、大きく評価できると思うんですけど。残念ながら今、ご指摘の

あったように中学校のほうではなかなか全国の平均いかなかったり、県の平均を下回っている

という、それぞれの教科がありますのでそこのところを今、取り組んでいるのは小・中連携を

視野に入れて、今までやっている事業はそのまま生かしていくと。ですからわくわくドラムに

しても中学生の参加が本当に尐ないので、部活動等もありますけど、中学校の参加をもう尐し

上げていこうと。中学校は空調が入っておりますので、ふれあいプラザに来る時間なければ学

校卖位でどうですかと。午前中、部活動やったら午後尐し勉強しましょうとか、午前中勉強し

て午後部活やりましようかと、そういう柔軟性を持っていきましょうよという話はさせていた

だいてます。学校のほうもそれを取り組んでいてくれておる部活もありますので。ですから小

学校での学習が中学校にもそろそろもう実を結んでいくような施策を練っていかなきゃならな

いかなと思っておりますので、もうしばらくお時間ください。よろしくお願いします。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） それに付随するんですけれども。当然、土曜日の休みもだいぶ定着し

てずいぶん長くなりますけれども、その反面、聞けば学校の授業数が非常に厳しい状態でいる

ということなんで。また今回、町としても空調設備を学校の教室に全て付けるというところで、

授業時間そのものが尐ないと、尐なくなっているというところだったら、逆に空調設備も入れ

ば非常に学校そのものが快適ですので、夏休みそのものを短くするとかそういう考えはどうな

んですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 葉山教育長。 

○教育長（葉山幸雄君） 土曜授業も全国的にやっている自治体もありますし、それを考えて

いくあれなんですけど。栄町の場合は印旛地区という一つのくくりの中で教職員も動いていま

すし、色々な情報を共有化してますので。今のところ、印旛全体で土曜日を授業に割り当てる

とか、また長期休業中を尐し短くしようかという議論は今のところはない。ただ、今、一つ

１時間１時間の授業を十分充実したものにしていこうと。教職員のレベルアップをまず図って

いこうというようなことが同じ方向性で動いているところです。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 
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○委員（藤村 勉君） 私、何かどうしても逆に栄町はレベルが高いんだというところを近隣

でも特に見せたいんです。だからそこにいって近隣でやっていないからじゃなくて、栄町から

どんどん夏休みでもなんでも、１０日位早めて学校始めようとか、そういう試みは無いですか。 

○委員長（染谷茂樹君） 葉山教育長。 

○教育長（葉山幸雄君） そこに色々なハードルがありますので、先生方がそれで全部やり

ましょうとなればいいですけど、それをやっていくと今度、他の市町から栄町は行けないな、

行きたくないなと、勤務条件が随分変わってくるなとなってくる。マイナス要素がそれでそう

なっちゃうとなかなか難しさありますので。ある程度はお互いの同じ土俵でやりながら、栄町

としては何ができるかということの、他の市町でやらないことをやっていこうと。それがわく

わくドラムであったり小・中連携の研修であったりとか、そこで他にないことをやっていると

いうような状況です。 

○委員長（染谷茂樹君） 藤村委員。 

○委員（藤村 勉君） わかりました、色んな事情があると思うのでたいへんでしょうけれど

も。やっぱり一つの目玉として、栄町は教育の町というような看板を立てたいと思うので、努

力していただきたいと思います。 

○委員長（染谷茂樹君） 大澤議長。 

○議長（大澤義和君） ２日間、何もしゃべらないのも何なので、これ委員会じゃございませ

んので一言。 

駅前の活性化事業、町長は駅前というのはどの辺の地域を駅前と表しているのか。この前、

都市計画審議会でやっぱり駅前開発が大事だと。なおかつ、農業委員のほうから今度は鎌ケ谷

本埜線、今、旧印旛村のほうで着々と工事が進んでます。やっぱり町の活性化、人口増には鉄

道であったり大きな道路であったり、今度あれが開通します。農業委員会のほうからは十五町

歩の農地がもう、不耕作地になると。まだまだ本当の身近な駅前もまだバラバラで、どの辺ま

で「駅前」と称してどの辺までの空き店舗をこの事業の中で、これじゃあとんでもない尐ない

予算ですけれども、これから先、大きな道路ができて栄町の人口増につなげるためには、町長

の見解というか、それを尐しお聞かせください。 

○委員長（染谷茂樹君） 岡田町長。 

○町長（岡田正市君） 正直言いまして、安食の駅前は全て、十五町歩含めまして将来的には

駅前だという思いはあります。しかしながら今、色々な網かけがあって、財政的にも厳しい部

分があって。最近ではポツポツ駅前の、前新田の辺りには新しい住宅がポツポツ建ってアパー

トがポツポツ建つということで、そういった部分はもしそういう業者がいたら、あの地域は見

渡すところだいたい「駅前」にしたいなというふうに考えています。 

 でも、そういった中で、業者なり何なりが色々、町に相談をしていただければ、必ず協力を

して町の活性化並びに人口増につなげていきたいというふうに考えています。 
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○委員長（染谷茂樹君） 大澤議長。 

○議長（大澤義和君） ありがとうございます、昔からやっぱりあそこは駅前は駅前なんです

よね。やっぱり一番、遅れていると。つい最近、嬉しい情報がきて、若い夫婦が子持ちで越し

て家を建てるといったような情報もありますので、ぜひあの辺をしっかり開発していただきた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（染谷茂樹君） 他にお聞きしたいことはございますか。 

〔｢なし」という声あり〕 

○委員長（染谷茂樹君） 他にお聞きしたいことがないようですので、これで全体質疑を終

わります。町長、副町長、教育長、総務課長及び財政課長におかれましては大変お忙しい中あ

りがとうございました。 

以上で２日間に渡ります平成２８年度各会計予算審査に伴う質疑を終了いたします。 

 これより、予算審査特別委員会として採決を行います。採決は、予算ごとに行います。 

はじめに、議案第２７号、平成２８年度栄町一般会計予算を採決いたします。 

議案第２７号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（染谷茂樹君） 挙手全員。よって、議案第２７号、平成２８年度栄町一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第２８号 平成２８年度 栄町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 

議案第２８号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（染谷茂樹君） 挙手全員。よって、議案第２８号、平成２８年度栄町国民健康保険

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第２９号、平成２８年度栄町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

議案第２９号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（染谷茂樹君） 挙手全員。よって、議案第２９号、平成２８年度栄町後期高齢者医

療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第３０号、平成２８年度栄町介護保険特別会計予算を採決いたします。 

議案第３０号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（染谷茂樹君） 挙手全員。よって、議案第３０号、平成２８年度栄町介護保険特別

会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第３１号、平成２８年度栄町公共下水道事業特別会計予算を採決いたします。 
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議案第３１号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（染谷茂樹君） 挙手全員。よって、議案第３１号、平成２８年度栄町公共下水道事

業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

次に、議案第３２号、平成２８年度栄町矢口工業団地拡張事業特別会計予算を採決いたしま

す。 

議案第３２号を原案のとおり決定することに賛成のかたは、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（染谷茂樹君） 挙手全員。よって、議案第３２号、平成２８年度栄町矢口工業団地

拡張事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

なお、予算審査特別委員会の委員長報告書の作成は、委員長に一任願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉  会 

○委員長（染谷茂樹君） これで、本日の会議を閉じます。 

以上をもって、予算審査特別委員会を閉会といたします。２日間にわたり、ご苦労様でした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前１１時５０分 閉会 

 

上記会議録を証するため下記署名いたします。 

平成２８年８月１０日 

 

予算審査特別委員会 

委員長  染谷 茂樹 


